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高速自動車国道中央自動車道 

富士吉田線等に関する協定 



高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関する協定の一部を変更する協定 

 

 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と中日本高速道路株式会社は、高速道

路株式会社法（平成１６年法律第９９号）第６条第１項及び独立行政法人日本高速道路

保有・債務返済機構法（平成１６年法律第１００号）第１３条第１項の規定に基づき、

平成１８年３月３１日付けで締結した「高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等に関

する協定」の一部を次のように変更する協定を締結する。 

 

 

第１１条中「令和４２年１月２４日」を「令和４５年１０月６日」に改める。 

 



別紙１－２から別紙１－５、別紙１－７から別紙１－１０、別紙１－１３から別紙

１－１５、別紙１－１９、別紙１－２０、別紙１－２６、別紙１－２９、別紙１－３

０、別紙１－３２から別紙１－３４、別紙１－３６、別紙１－５０、別紙１－５１、別

紙１－５５、別紙１－７１、別紙１－７８から別紙１－８０、別紙１－８２から別紙

１－８７、別紙１－９０から別紙１－１１２を次のとおり改める。 



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－２

（神奈川県海老名市門沢橋から神奈川県厚木市下津古久まで）に関する

第二東海自動車道横浜名古屋線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道　横浜名古屋線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県海老名市門沢橋 から

神奈川県厚木市下津古久 まで

（ロ）　延　　　　長 １．５ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

神奈川県厚木市
下津古久

１２０

別　　紙　　１

神奈川県海老名市
門沢橋

摘　　要設　計　区　間
設計速度

１．５



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（長大橋） －－

橋梁高架部分

－

－

－

－

計

車線

－ － － －

構造による区分

６

摘 要
往復分離する区間

左　側 計左　側

設　計　区　間

神奈川県海老名市
門沢橋

用地買収 　摘　要

車線

別　　紙　　１

工事施工

右　側

－

４

土工（掘割）部分

神奈川県厚木市
下津古久

往復分離しない区間

－
トンネル部分

－

１．７５×２ －３．５０

橋梁高架部分

（中小橋）

－

－－

－



（ト）　付加車線の標準幅員 ― メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

　－ メートル （土工部）

２．２５ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

海老名南ジャンクション

海老名南ジャンクション

厚木南インターチェンジ

（４）　工事予算

１０１，０３８ 百万円（消費税込み）

一般国道１２９号

門沢橋

備　　　考

立体接続

接続の方法

下津古久

立体接続

神奈川県海老名市 立体接続

門沢橋

神奈川県厚木市

神奈川県海老名市

（首都圏中央連絡自動車道）

第一東海自動車道

一般国道４６８号

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置

路線名



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業一部完成）

令和 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

８３，９３２ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ８３，９３２ 百万円）（消費税込み）

３１

１ ２８

１７

３０

別　　紙　　１

１０

５

４

３

３０

３ １６



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－３

（神奈川県厚木市下津古久から神奈川県伊勢原市上粕屋まで）に関する

第二東海自動車道横浜名古屋線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道　横浜名古屋線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県厚木市下津古久 から

神奈川県伊勢原市上粕屋 まで

（ロ）　延　　　　長 ６．７ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

神奈川県厚木市
下津古久

神奈川県伊勢原市
上粕屋

１２０

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

６．７

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

１．７５×２

－

－

－

－

橋梁高架部分

（長大橋）

－－

橋梁高架部分

（中小橋）

－

左　側

－

－

－３．５０

－

－

６

別　　紙　　１

神奈川県伊勢原市
上粕屋

４ 車線

　摘　要

神奈川県厚木市
下津古久

用地買収設　計　区　間

－

－

工事施工

往復分離しない区間

計

車線

土工（掘割）部分

計

－

構造による区分 往復分離する区間
摘 要

－

－

トンネル部分

左　側

－

右　側



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

　－ メートル （土工部）

２．２５ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

厚木南インターチェンジ

伊勢原ジャンクション

伊勢原大山インターチェンジ

（４）　工事予算

２４８，１９９ 百万円（消費税込み）

路線名

神奈川県伊勢原市

一般国道１２９号

第一東海自動車道

（厚木秦野道路）

一般国道２４６号

他の道路の

神奈川県厚木市

別　　紙　　１

神奈川県伊勢原市 立体接続

東富岡

接続の位置 接続の方法 備　　　考

下津古久

立体接続

上粕屋

立体接続



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 ［厚木南IC～伊勢原JCT（供用開始）］

令和 年 月 日 ［伊勢原JCT～伊勢原大山IC（供用開始）］

令和 年 月 日 ［残事業完成］

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２５８，８１３ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ２５８，８１３ 百万円）（消費税込み）

１７

別　　紙　　１

１０

３１

４

３

２ ３ 7

１７

９ ３ ３０



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－４

（神奈川県伊勢原市上粕屋から神奈川県秦野市柳川まで）に関する

第二東海自動車道横浜名古屋線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道　横浜名古屋線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県伊勢原市上粕屋 から

神奈川県秦野市柳川 まで

（ロ）　延　　　　長 １２．８ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

神奈川県伊勢原市上粕屋

神奈川県秦野市柳川

１２０ １２．８

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

橋梁高架部分

（中小橋）

工事施工設　計　区　間

右　側

１．２５

１．００

１．２５

-

計計
摘 要

３．７５

２．００

-

-
トンネル部分

-

-

左　側

土工（掘割）部分

構造による区分

神奈川県秦野市柳川

左　側

-

往復分離しない区間

車線

往復分離する区間

神奈川県伊勢原市上粕屋

用地買収 　摘　要

別　　紙　　１

６４ 車線

２．５０

３．７５

３．００１．２５

１．００

２．５０

１．７５--

橋梁高架部分

（長大橋）



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

- メートル （土工部）

- メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

伊勢原大山インターチェンジ

秦野インターチェンジ（仮称）

（４）　工事予算

３３９，８１３ 百万円（消費税込み）

他の道路の

路線名

一般国道２４６号

（厚木秦野道路）

一般国道２４６号

別　　紙　　１

接続の位置

立体接続

神奈川県秦野市菖蒲 立体接続

神奈川県伊勢原市上粕屋

備　　　考接続の方法



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

３６２，５３７ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ３４４，４１０ 百万円）（消費税込み）

１２

３１

別　　紙　　１

１２

４

1

３



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－５

（神奈川県秦野市柳川から静岡県御殿場市駒門まで）に関する

第二東海自動車道横浜名古屋線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道　横浜名古屋線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県秦野市柳川 から

静岡県御殿場市駒門 まで

（ロ）　延　　　　長 ３２．３ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

１２０ ３２．３

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

神奈川県秦野市柳川

静岡県御殿場市駒門



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

　摘　要

車線 ６

静岡県御殿場市駒門

設　計　区　間

神奈川県秦野市柳川

用地買収

別　　紙　　１

車線４

１．００

３．００

工事施工

１．７５ １．２５

３．７５

２．００１．００

１．２５

３．７５

右　側

１．２５

左　側

５．００

摘 要

２．５０

計計

往復分離する区間

左　側

橋梁高架部分

（長大橋）

橋梁高架部分

（中小橋） ２．５０２．５０×２

１．７５×２ ３．５０

５．００

トンネル部分

往復分離しない区間

土工（掘割）部分
２．５０×２

構造による区分



（ト）　付加車線の標準幅員 メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

御殿場インターチェンジ（仮称）

御殿場ジャンクション

（４）　工事予算

５６４，１１６ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 ［駒門ＰＡ（下り線）]

令和 年 月 日 [御殿場ＩＣ（仮称）～御殿場ＪＣＴ]

令和 年 月 日 [秦野ＩＣ（仮称）～御殿場ＩＣ（仮称）]

２９ ４ ２０

６ ３ ３１

３ ３ ３１

第一東海自動車道

別　　紙　　１

他の道路の

路線名

一般国道１３８号

及び県道仁杉柴怒田線

１８ ４

備　　　考

１９

静岡県御殿場市駒門

立体接続

接続の位置

静岡県御殿場市柴怒田

立体接続

接続の方法



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

６１３，０９９ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ５８２，４４４ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－７

（静岡県駿東郡長泉町大字元長窪から静岡県浜松市北区引佐町東黒田まで）に関する

第二東海自動車道横浜名古屋線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道　横浜名古屋線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 静岡県駿東郡長泉町大字元長窪 から

静岡県浜松市北区引佐町東黒田 まで

（ロ）　延　　　　長 １３１．５ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 1 種 第 1 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

静岡県駿東郡
長泉町大字元長窪

静岡県浜松市
北区引佐町東黒田

１２０ １３１．５

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）
摘　　要設　計　区　間

設計速度



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル および ３．７５ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

左　側

－

－

３．００ １．７５

橋梁高架部分

－

２．００

４．７５

３．００

１．００

１．７５－

トンネル部分
１．００

橋梁高架部分

（中小橋） －

－

４

往復分離しない区間

計

車線

計

往復分離する区間

左　側 右　側

静岡県駿東郡
長泉町大字元長窪

構造による区分

静岡県浜松市
北区引佐町東黒田

土工（掘割）部分

－

４．２５１．２５

摘 要

用地買収 　摘　要工事施工設　計　区　間

車線 ６

別　　紙　　１

４．７５

３．００－（長大橋）



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

長泉沼津インターチェンジ

新富士インターチェンジ

新清水インターチェンジ

新清水ジャンクション

清水いはらインターチェンジ

清水ジャンクション

新静岡インターチェンジ

一般国道５２号

及び県道一色久沢線

立体接続

静岡県駿東郡 立体接続

及び県道大岡元長窪線 長泉町大字元長窪

静岡県富士市

接続の方法

立体接続

立体接続

静岡県静岡市 立体接続

別　　紙　　１

備　　　考

厚原

接続の位置他の道路の

路線名

静岡県静岡市

一般国道１号（伊豆縦貫自動車道）

清水区宍原

一般国道１３９号（西富士道路）

中部横断自動車道

清水区吉原

第一東海自動車道

静岡県静岡市

及び県道山脇大谷線

静岡県静岡市 立体接続県道清水富士宮線

清水区杉山

葵区下

静岡県静岡市

清水区草ヶ谷

立体接続県道井川湖御幸線



藤枝岡部インターチェンジ

島田金谷インターチェンジ

森掛川インターチェンジ

浜松浜北インターチェンジ

浜松いなさジャンクション

浜松いなさインターチェンジ

三ヶ日ジャンクション

（４）　工事予算

２，２９４，８９８ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業一部完成）

令和 年 月 日 （残事業完成）

５

２４

１２

４

３ ３ ３０

横岡新田

静岡県藤枝市 立体接続

及び県道静岡朝比奈藤枝線

一般国道４７３号 静岡県島田市

浜北区中瀬

立体接続

立体接続

森町睦実

静岡県浜松市 立体接続

別　　紙　　１

一般国道１号

立体接続

岡部町入野

県道掛川天竜線 静岡県周智郡

一般国道１５２号

３０ ３ ２９

４

１４

立体接続

立体接続

北区三ヶ日町福長

静岡県浜松市

一般国道４７４号 静岡県浜松市

一般国道２５７号

第一東海自動車道

北区引佐町東黒田

（三遠南信自動車道） 北区引佐町東黒田

静岡県浜松市



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

９７０，５５０ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ９７０，５５０ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－８

　（静岡県浜松市北区引佐町東黒田から愛知県豊田市岩倉町まで）に関する

第二東海自動車道横浜名古屋線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道　横浜名古屋線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 静岡県浜松市北区引佐町東黒田 から

愛知県豊田市岩倉町 まで

（ロ）　延　　　　長 ５５．２ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

愛知県豊田市岩倉町

１２０

別　　紙　　１

摘　　要
延　　長

５５．２

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

静岡県浜松市北区引佐町東黒田



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０メートル　

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

３．００

橋梁高架部分

６．５０

橋梁高架部分

（長大橋）

―
トンネル部分

３．２５×２

２．５０×２

１．００１．００

１．２５

２．００

３．２５×２

―

計
摘 要

往復分離する区間

右　側

往復分離しない区間

左　側 計

１．２５

２．５０ ３．７５

１．７５

（中小橋）

愛知県豊田市岩倉町

　摘　要工事施工設　計　区　間

別　　紙　　１

左　側

３．７５６．５０

車線

構造による区分

土工（掘割）部分
２．５０ １．２５

５．００

静岡県浜松市北区引佐町東黒田

４ 車線６

用地買収



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

３．００メートル(土工部）

３．００メートル(橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

浜松いなさジャンクション

新城インターチェンジ

岡崎東インターチェンジ

豊田東ジャンクション

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

愛知県新城市八束穂

６１０，６４２

立体接続一般国道１５１号

(東海環状自動車道)

立体接続

一般国道４７５号

愛知県岡崎市樫山町

立体接続

一般国道４７３号

愛知県豊田市岩倉町

路線名

一般国道４７４号

（三遠南信自動車道）

静岡県浜松市北区引佐町
東黒田

接続の方法接続の位置

別　　紙　　１

他の道路の

立体接続

備　　　考



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業一部完成）

令和 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）

５

２８

１２

２ １３

４

６３８，２８５

３ ３０

２９３０ ３

別　　紙　　１

６３８，２８５

7



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－９

（静岡県静岡市清水区吉原から山梨県南巨摩郡南部町福士まで）に関する

中部横断自動車道

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中部横断自動車道

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 静岡県静岡市清水区吉原 から

山梨県南巨摩郡南部町福士 まで

（ロ）　延　　　　長 ２０．７ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

山梨県南巨摩郡
南部町福士

８０ ２０．７

設　計　区　間
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

設計速度

別　　紙　　１

静岡県静岡市
清水区吉原

摘　　要



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

左　側

設　計　区　間

１．７５×２

１．２５×２

－ －

－２．５０
トンネル部分

　摘　要工事施工

計計 左　側 右　側

用地買収

往復分離しない区間

車線

往復分離する区間

２ 車線 ４

摘 要

別　　紙　　１

静岡県静岡市
清水区吉原

構造による区分

山梨県南巨摩郡
南部町福士

－

３．５０

橋梁高架部分

（中小橋）

土工（掘割）部分

－

－

－

－

－

－２．５０

－１．７５×２

１．２５×２

３．５０

－

橋梁高架部分

（長大橋）



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員 － メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

新清水ジャンクション

富沢インターチェンジ

本線（新直轄）

（４）　工事予算

１６９，６１６ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

令和 年 月 日 （残事業一部完成）

令和 年 月 日 （残事業完成）

８

１０

１１

３１

１

３

元 １１ １６

５ ３ ３０

接続の位置 接続の方法

中部横断自動車道

他の道路の

路線名

第二東海自動車道

横浜名古屋線

備　　　考

清水区吉原

一般国道５２号

別　　紙　　１

南部町福士

平面接続

山梨県南巨摩郡 立体接続

南部町福士

山梨県南巨摩郡

静岡県静岡市 立体接続



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１８５，８３３ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １８５，８３３ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１０

（山梨県西八代郡市川三郷町宮原から山梨県南巨摩郡富士川町大椚まで）に関する

中部横断自動車道

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中部横断自動車道

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 山梨県西八代郡市川三郷町宮原 から

山梨県南巨摩郡富士川町大椚 まで

（ロ）　延　　　　長 ９．３ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

８０ ９．３

山梨県西八代郡
市川三郷町宮原

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

山梨県南巨摩郡
富士川町大椚



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

－２．５０

１．７５×２

橋梁高架部分

（長大橋） －－１．２５×２ －

右　側

構造による区分

山梨県南巨摩郡
富士川町大椚

１．７５×２

１．２５×２

左　側

設　計　区　間

山梨県西八代郡
市川三郷町宮原

用地買収 　摘　要

土工（掘割）部分
３．５０

トンネル部分

－ －

－

計

車線

計

往復分離する区間

２

往復分離しない区間

左　側

車線 ４

摘 要

別　　紙　　１

工事施工

－

－

３．５０

橋梁高架部分

（中小橋） －

２．５０

－－



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員 - メートル

- メートル

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

本線（新直轄）

六郷インターチェンジ

増穂インターチェンジ

（４）　工事予算

７２，８７３ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （増穂IC切り回し）

平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業一部完成）

令和 年 月 日 （残事業完成）

３ １９

１１

２５

１

３

８

１８

２９

３１

４

３ １０

３０３

市川三郷町宮原

山梨県南巨摩郡

山梨県西八代郡

市川三郷町宮原

一般国道５２号

別　　紙　　１

立体接続

路線名

中部横断自動車道 平面接続

富士川町青柳町

立体接続

山梨県西八代郡県道市川三郷身延線

備　　　考接続の方法接続の位置他の道路の



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

７９，３２０ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ７９，３２０ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１３

（三重県四日市市伊坂町から三重県四日市市北山町まで）に関する

近畿自動車道名古屋神戸線　

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 三重県四日市市伊坂町 から

三重県四日市市北山町 まで

（ロ）　延　　　　長 ４．４ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

三重県四日市市伊坂町

三重県四日市市北山町

１００ ４．４

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

トンネル部分

２．５０×２

橋梁高架部分

（中小橋）

２．５０×２

―

５．００
土工（掘割）部分

橋梁高架部分

―

―

―

―

―

５．００

― ―

―

――

設　計　区　間

三重県四日市市伊坂町

用地買収 　摘　要工事施工

往復分離しない区間

計

車線

計

往復分離する区間

左　側

４ 車線 ６

摘 要

別　　紙　　１

左　側 右　側

構造による区分

三重県四日市市北山町

（長大橋） ――１．７５×２ ―３．５０



（ト）　付加車線の標準幅員 ― メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業一部完成）

令和 年 月 日 （残事業完成）

５３，３２８

１ ８１１

２８

３１ ３ １６

４ ３ ３０

８ １１

一般国道４７５号
三重県四日市市北山町

接続の方法 備　　　考

立体接続 四日市ジャンクション

立体接続

三重県四日市市伊坂町

新四日市ジャンクション

別　　紙　　１

（東海環状自動車道）

他の道路の 接続の位置

路線名

近畿自動車道　名古屋亀山線



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）５７，３７０

５７，３７０

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１４

（三重県四日市市北山町から三重県三重郡菰野町大字潤田まで）に関する

近畿自動車道名古屋神戸線　

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 三重県四日市市北山町 から

三重県三重郡菰野町大字潤田 まで

（ロ）　延　　　　長 ８．２ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

三重県四日市市北山町

三重県三重郡菰野町大字潤田

１２０ ８．２



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

構造による区分

計

車線

計

往復分離する区間

左　側

車線 ６

摘 要
往復分離しない区間

左　側 右　側

―

―

２．５０×２

―

橋梁高架部分

（中小橋）

―

―

―
土工（掘割）部分

――

―

―

―
トンネル部分

５．００

設　計　区　間

三重県四日市市北山町

用地買収 　摘　要

別　　紙　　１

工事施工

三重県三重郡菰野町大字潤田

４

――１．７５×２ ―３．５０

―

橋梁高架部分

（長大橋）

―



（ト）　付加車線の標準幅員 ― メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

新四日市ジャンクション

菰野インターチェンジ

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

令和 年 月 日 （残事業完成）

備　　　考接続の方法

別　　紙　　１

接続の位置他の道路の

９９，６７３

一般国道４７７号 三重県三重郡菰野町
大字潤田

路線名

立体接続

立体接続

（東海環状自動車道）
三重県四日市市北山町

一般国道４７５号

１１

３１

１

３

８

１７

６ ３ ３０



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）

１０８，４５７

１０８，４５７

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１５

（三重県三重郡菰野町大字潤田から三重県亀山市安坂山町まで）に関する

近畿自動車道名古屋神戸線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 三重県三重郡菰野町大字潤田 から

三重県亀山市安坂山町 まで

（ロ）　延　　　　長 １４．７ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

なお、暫定施工時は、第１種第２級(道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

三重県三重郡菰野町大字潤田

三重県亀山市安坂山町

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

１２０ １４．７

別　　紙　　１



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

土工（掘割）部分

１．７５３．５０

２．００

３．７５

－

１．００

－ －

計

往復分離する区間

左　側 右　側

別　　紙　　１

工事施工

三重県三重郡菰野町大字潤田

４

計

車線

用地買収 　摘　要設　計　区　間

－
トンネル部分

５．００

橋梁高架部分

（中小橋）

橋梁高架部分

（長大橋）

車線 ６

摘 要
往復分離しない区間

左　側

三重県亀山市安坂山町

構造による区分

２．５０×２

－

２．５０ １．２５

１．００

５．００

３．００１．２５

２．５０×２

１．７５×２



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

　－

（４）　工事予算

１９６，２７６ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

令和 年 月 日 （亀山西JCT）

令和 年 月 日 （残事業完成）

１８

３１

４

３

６ ３ ３０

１７

元

１９

接続の位置

１２ ２１

－－

別　　紙　　１

備　　　考接続の方法

路線名

－

他の道路の



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２０７，６４６ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ２０７，６４６ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１９

　（福井県小浜市府中から福井県敦賀市高野まで）に関する

近畿自動車道敦賀線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　敦賀線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 福井県小浜市府中 から

福井県敦賀市高野 まで

（ロ）　延　　　　長 ３９．０ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで
福井県敦賀市高野

８０ ３９．０

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

福井県小浜市府中



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

※　土工部については、左側路肩を二次除雪作業に必要な作業幅員２．５０ｍを確保する。

―

―

１．７５×２

３．５０

―

―

―

設　計　区　間

福井県小浜市府中

用地買収

（中小橋）

摘 要

１．７５×２

１．２５×２

２ 車線 ４

構造による区分

工事施工

車線

往復分離する区間

―

右　側

―

―

橋梁高架部分

（長大橋）

左　側

土工（掘割）部分

計 左　側 計

３．５０

橋梁高架部分

―

――

―

別　　紙　　１

　摘　要

１．７５×２

福井県敦賀市高野

３．５０

２．５０
トンネル部分

往復分離しない区間



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０メートル

（チ）　中央帯の標準幅員 ― メートル

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

若狭上中インターチェンジ

若狭三方インターチェンジ

若狭美浜インターチェンジ

敦賀ジャンクション

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （敦賀JCT切り回し）

平成 年 月 日 （敦賀JCT切り回し②）

平成 年 月 日 （供用開始）

令和 年 月 日 （残事業完成）

一般国道２７号

福井県敦賀市高野
北陸自動車道

備　　　考

福井県三方郡美浜町
山上

立体接続

接続の方法

立体接続

立体接続福井県三方上中郡若狭町
上黒田

福井県三方上中郡若狭町
気山

一般国道２７号

２３ １０ ２８

２２ １２ ６

１１ １ ８

２６ ７ ２０

３ ３ ３０

路線名

立体接続

県道上中田烏線

１７２，２６２

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）

１８０，４３６

１８０，４３６

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－２０

中央自動車道富士吉田線（高井戸ＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　富士吉田線

（２）　工事の箇所

東京都杉並区上高井戸

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

立体接続主要地方道環状８号線 東京都杉並区上高井戸 中之橋ONランプ

他の道路の路線名 接続の方法

別　　紙　　１

備　　　　考接続の位置

都道環状放射５号線 東京都杉並区上高井戸

都道環状放射５号線

浅間橋ONランプ立体接続

立体接続 高井戸OFFランプ東京都杉並区上高井戸



（４）　工事予算

４２，７９９ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 昭和 ３７ 年 １０ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ３０ 年 ３ 月 ２９ 日 （工事一部完成）

令和 ３ 年 ３ 月 ３１ 日 （工事完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

４９，３８６ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ４６，９１７ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

中央自動車道西宮線（諏訪ＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙１－２６



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　西宮線

（２）　工事の箇所

長野県諏訪市中洲

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

別　　紙　　１

立体接続

備　　　　考接続の位置他の道路の路線名 接続の方法

中洲

諏訪インターチェンジ長野県諏訪市一般国道２０号



（４）　工事予算

１，０４８ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 昭和 ４１ 年 １０ 月 ２５ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ８ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１，２３９ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １，１７７ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

中央自動車道西宮線（養老ＪＣＴ）（改築）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙１－２９



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　　西宮線

（２）　工事の箇所

岐阜県養老郡養老町飯積

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

別　　紙　　１

養老ジャンクション

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考

（東海環状自動車道）

一般国道４７５号 岐阜県養老郡養老町飯積 立体接続

路線名



（４）　工事予算

２，２２５ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 １８ 年 ４ 月 １９ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ２９ 年 １０ 月 ２２ 日 （供用開始）

令和 ３ 年 ３ 月 ３０ 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２，６５５ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ２，６５５ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－３０

中央自動車道長野線（松本ＪＣＴ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　長野線

（２）　工事の箇所

長野県松本市島立

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

一般国道１５８号 長野県松本市島立 立体接続

路線名

備　　　　考

別　　紙　　１

松本ジャンクション（仮称）

他の道路の 接続の位置 接続の方法

（中部縦貫自動車道）



（４）　工事予算

４，３３１ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 １８ 年 ４ 月 １９ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ８ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

５，７２６ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１

５，４４０



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－３２

（神奈川県海老名市大谷から神奈川県海老名市今里まで）（改築）に関する

第一東海自動車道

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第一東海自動車道

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県海老名市大谷 から

神奈川県海老名市今里 まで

（ロ）　延　　　　長 ２．３ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

神奈川県海老名市
大谷

神奈川県海老名市
今里

１２０ ２．３

別　　紙　　１

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）



（ハ）　設計自動車荷重２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．６０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

－－

５．００ －－

神奈川県海老名市
大谷

用地買収 　摘　要

付加車線事業

設　計　区　間

右　側

－

－

－

橋梁高架部分

（長大橋）

左　側

－

－

－

－

－－

別　　紙　　１

工事施工

土工（掘割）部分
５．００

６ 車線 ６

摘 要
計

車線

計

往復分離する区間

左　側

構造による区分

神奈川県海老名市
今里

トンネル部分

２．５０×２

－

２．５０×２

－

－

往復分離しない区間

橋梁高架部分

（中小橋）



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

１２，２５１ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

令和 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１２，９９５ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １２，９９５ 百万円）（消費税込み）

－

９

３０

１４

３

４

３

２６ ６ ２５

備　　　考接続の方法

別　　紙　　１

他の道路の

－ －

路線名

接続の位置



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－３３

（神奈川県海老名市門沢橋から神奈川県海老名市社家まで）に関する

第一東海自動車道

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第一東海自動車道

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県海老名市門沢橋 から

神奈川県海老名市社家 まで

（ロ）　延　　　　長 １．５ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

神奈川県海老名市
門沢橋

神奈川県海老名市
社家

８０ １．５



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

－

－

往復分離する区間

－

－

－

左　側

土工（掘割）部分

－

－
トンネル部分

往復分離しない区間

計

車線

計

構造による区分

神奈川県海老名市
社家

車線

別　　紙　　１

４４

設　計　区　間

神奈川県海老名市
門沢橋

用地買収 　摘　要工事施工

右　側

－

－

－

橋梁高架部分

（長大橋）

左　側
摘 要

－

橋梁高架部分

（中小橋）

－３．５０

－

－

－－

－

１．７５×２

－



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

本線

海老名南ジャンクション

海老名ジャンクション

（４）　工事予算

４１，１３０ 百万円（消費税込み）

社家

路線名

一般国道４６８号

（首都圏中央連絡自動車道）

第二東海自動車道

横浜名古屋線

接続の方法他の道路の

別　　紙　　１

接続の位置

立体接続

神奈川県海老名市 立体接続

門沢橋

神奈川県海老名市

神奈川県海老名市

門沢橋

備　　　考

第一東海自動車道

平面接続



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業一部完成）

令和 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２９，３６３ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ２９，３６３ 百万円）（消費税込み）

（債務引受額 ２８，８３６ 百万円）（消費税込み）

３１ ３ ２８

別　　紙　　１

１１

２７

１

３

２ ３ ３０

８

８



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－３４

（神奈川県海老名市社家から神奈川県海老名市中新田まで）に関する

第一東海自動車道

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第一東海自動車道

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県海老名市社家 から

神奈川県海老名市中新田 まで

（ロ）　延　　　　長 １．９ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 海老名市社家から海老名市中新田まで

第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

海老名市中新田から海老名市中新田まで

第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ロ）　設計速度

から

まで

から

まで

（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

車線
神奈川県海老名市

中新田

車線 ４４

　摘　要設　計　区　間 用地買収

神奈川県海老名市
中新田

１００ ０．７

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

神奈川県海老名市
社家

神奈川県海老名市
中新田

８０ １．２

神奈川県海老名市
中新田

神奈川県海老名市
社家

工事施工



（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（ト）　付加車線の標準幅員 －

（チ）　中央帯の標準幅員

海老名市社家から海老名市中新田まで

－ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

海老名市中新田から海老名市中新田まで

－ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

上段（第１種第３級）
　海老名市社家から
　海老名市中新田まで
下段（第１種第２級）
　海老名市中新田から
　海老名市中新田まで

－５．００（長大橋）

－

－

２．５０×２

橋梁高架部分 １．７５×２ ３．５０

－－

－

（中小橋）

－

左　側
摘 要

右　側

－

往復分離しない区間

計左　側

土工（掘割）部分

構造による区分 往復分離する区間

－

－

－

－

－

－

－

－－

－
トンネル部分

計

別　　紙　　１

橋梁高架部分



（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

海老名ジャンクション

海老名インターチェンジ

本線

（４）　工事予算

７７，４５２ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業一部完成）

令和 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

４１，３７０ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ４１，３７０ 百万円）（消費税込み）

（債務引受額 ４０，８４０ 百万円）　（消費税込み）

平面接続

接続の位置

立体接続

中新田

神奈川県海老名市

神奈川県海老名市

神奈川県海老名市 立体接続

社家

１１

２２

１

２

８

２７

２ ３ ３０

２８

備　　　考接続の方法

別　　紙　　１

（首都圏中央連絡自動車道）

他の道路の

路線名

第一東海自動車道

一般国道４６８号

３１ ３

県道藤沢厚木線

中新田



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－３６

第一東海自動車道（日進ＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第一東海自動車道

（２）　工事の箇所

愛知県日進市岩崎町

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置

路線名

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法

日進インターチェンジ（仮称）
県道日進瀬戸道路

愛知県日進市岩崎町
（名古屋瀬戸道路）

立体接続

備　　　考



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 １２ 年 １ 月 １８ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ８ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１

１，８８６

２，２９９

２，１８４



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－５０

（神奈川県茅ヶ崎市柳島から神奈川県中郡大磯町東町まで）に関する

一般国道１号（新湘南バイパス）

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道１号

（有料道路名　：　新湘南バイパス）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県茅ヶ崎市柳島 から

神奈川県中郡大磯町東町 まで

（ロ）　延　　　　長 ５．６ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

８０

４

　摘　要

別　　紙　　１

設　計　区　間

神奈川県茅ヶ崎市
柳島

用地買収工事施工

４ 車線

神奈川県茅ヶ崎市
柳島

神奈川県中郡
大磯町東町

摘　　要設　計　区　間

５．６

神奈川県中郡
大磯町東町

車線



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 － メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

左　側

（長大橋） -

-

往復分離する区間

-

左　側
摘 要

-

別　　紙　　１

-

構造による区分

右　側

土工（掘割）部分

往復分離しない区間

計計

-

（中小橋） - -

-

--

--
トンネル部分

--

-

-

橋梁高架部分

橋梁高架部分

２．５１．２５×２ -



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

茅ヶ崎海岸インターチェンジ

平塚インターチェンジ

（仮称）

大磯インターチェンジ

（仮称）

本線

（４）　工事予算

５，１４４ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手（予定）年月日 　

　イ　神奈川県茅ヶ崎市柳島から神奈川県茅ヶ崎市柳島まで

令和 年 月 日

神奈川県

別　　紙　　１

他の道路の

県道相模原茅ヶ崎線

立体接続

備　　　考

平面接続

（西湘バイパス） 大磯町東町

４ ４ １

一般国道１号 神奈川県中郡

接続の方法接続の位置

神奈川県茅ヶ崎市

柳島

一般国道１３４号

　 大磯町東町

立体接続

平塚市高浜台

神奈川県中郡

立体接続

一般国道１３４号

　

路線名



　ロ　神奈川県茅ヶ崎市柳島から神奈川県中郡大磯町東町まで

令和 年 月 日

　・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

　　会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

６，５３１ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ６，２０４ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１

６ ３ ３１

５ ４ １



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－５１

（神奈川県海老名市中新田から神奈川県厚木市上依知まで）に関する

一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道）

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４６８号

（有料道路名　：　首都圏中央連絡自動車道）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県海老名市中新田 から

神奈川県厚木市上依知 まで

（ロ）　延　　　　長 １０．１ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

４
神奈川県厚木市

上依知

神奈川県海老名市
中新田

神奈川県厚木市
上依知

１０．１

別　　紙　　１

設　計　区　間

神奈川県海老名市
中新田

用地買収工事施工

４ 車線 車線

１００

　摘　要

設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）
摘　　要設　計　区　間



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 ― メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

１．００

左　側
摘 要

右　側

－

往復分離する区間

別　　紙　　１

構造による区分

２．５０×２
土工（掘割）部分

往復分離しない区間

左　側 計計

－５．００ －

－

橋梁高架部分

２．５０×２

３．７５

橋梁高架部分

（中小橋） ２．５０×２ ５．００ １．２５２．５０

－
トンネル部分

２．００１．００

３．７５１．２５（長大橋） ２．５０５．００



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

本線

海老名インターチェンジ

圏央厚木インターチェンジ

圏央厚木インターチェンジ

相模原愛川インターチェンジ

相模原愛川インターチェンジ

（４）　工事予算

９２，２７７ 百万円（消費税込み）

接続の位置

平面接続

立体接続

中新田

神奈川県厚木市

備　　　考接続の方法

一般国道２４６号

県道藤沢厚木線 立体接続

別　　紙　　１

神奈川県海老名市

中新田

神奈川県海老名市

他の道路の

路線名

第一東海自動車道

（厚木秦野道路）

一般国道１２９号 神奈川県厚木市

南区当麻

中依知

立体接続

中依知

一般国道１２９号 神奈川県相模原市 立体接続

立体接続

南区当麻

県道相模原町田線 神奈川県相模原市



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日

イ　神奈川県海老名市中新田から神奈川県海老名中新田まで （STA110+52～STA113+40）

平成 年 月 日

ロ　神奈川県海老名市中新田から神奈川県海老名市河原口まで （STA113+40～STA114+60）

平成 年 月 日

ハ　神奈川県海老名市河原口から神奈川県厚木市金田まで （STA114+60～STA128+40）

平成 年 月 日

ニ　神奈川県厚木市金田から神奈川県厚木市金田まで （STA128+40～STA129+20）

平成 年 月 日

ホ　神奈川県厚木市金田から神奈川県厚木市金田まで （STA129+20～STA130+00）

平成 年 月 日

へ　神奈川県厚木市金田から神奈川県厚木市金田まで （STA130+00～STA131+20）

平成 年 月 日

ト　神奈川県厚木市金田から神奈川県厚木市金田まで （STA131+20～STA132+91）

平成 年 月 日

チ　神奈川県厚木市金田から神奈川県厚木市金田まで （STA132+91～STA138+00）

平成 年 月 日６ ３０１８

１

２３ １ １

１ １２３

別　　紙　　１

１６

２３ ６ １

６ ２９１６

２３ ２

２９６

２１ ５ １１



リ　神奈川県厚木市金田から神奈川県厚木市金田まで （STA138+00～STA139+00）

平成 年 月 日

ヌ　神奈川県厚木市金田から神奈川県厚木市下依知まで （STA139+00～STA146+05）

平成 年 月 日

ル　神奈川県厚木市下依知から神奈川県厚木市下依知まで （STA146+05～STA151+50）

平成 年 月 日

ヲ　神奈川県厚木市下依知から神奈川県厚木市下依知まで （STA151+50～STA152+50）

平成 年 月 日

ワ　神奈川県厚木市下依知から神奈川県厚木市中依知まで （STA152+50～STA160+93.5）

平成 年 月 日

カ　神奈川県厚木市中依知から神奈川県厚木市関口まで （STA160+93.5～STA164+85）

平成 年 月 日

ヨ　神奈川県厚木市下依知 （圏央厚木IC取り付け部）

平成 年 月 日

タ　神奈川県厚木市関口から神奈川県厚木市山際まで （STA164+85～STA176+50）

平成 年 月 日

レ　神奈川県厚木市山際から神奈川県厚木市上依知まで （STA176+50～STA201+45）

平成 年 月 日

１

１９ ２ １

２４ ６ １

２０ ７ １

２４ ７ １

２３ １ １

別　　紙　　１

２１ １２ １

２０ ７ １

１８ ６ ３０

２０ ７



ソ　神奈川県厚木市上依知から神奈川県厚木市上依知まで （STA201+45～STA206+31）

平成 年 月 日

ツ　神奈川県厚木市上依知から神奈川県厚木市上依知まで （STA204+10～STA204+70）

平成 年 月 日

ネ　神奈川県厚木市上依知から神奈川県厚木市上依知まで （STA204+70～STA206+31）

平成 年 月 日

ナ　神奈川県厚木市上依知から神奈川県厚木市上依知まで （STA206+31～STA211+44）

平成 年 月 日

ラ　神奈川県厚木市上依知 （相模原愛川ICランプ部）

平成 年 月 日

ム　神奈川県厚木市上依知 （相模原愛川IC　Ｈランプ部）

平成 年 月 日

ウ　神奈川県厚木市上依知 （相模原愛川IC　Ｅ,Ｆランプ部）

平成 年 月 日

ヰ　神奈川県相模原市南区当麻 （相模原愛川IC料金所部）

平成 年 月 日

２４ ６ １

２４ ６ １

２３ １２ １

２５ ２ １

別　　紙　　１

２４ １２ １

２５ １ ７

２５ ２ １

２４ ５ １



　・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

　　会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成予定年月日

平成 年 月 日 （供用開始）

平成 年 月 日 （残事業一部完成）

令和 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

９１，６４３ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ９１，６４３ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１

３０ ３ ２９

３０３３

２５ ３ ３０



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－５５

一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道）

（神奈川県茅ヶ崎市西久保から神奈川県海老名市門沢橋まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４６８号

（有料道路名　：　首都圏中央連絡自動車道）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 神奈川県茅ヶ崎市西久保 から

神奈川県海老名市門沢橋 まで

（ロ）　延　　　　長 ７．９ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

設計速度

別　　紙　　１

８０ ７．９

延　　長
摘　　要

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

車線

神奈川県海老名市
門沢橋

設　計　区　間

神奈川県茅ヶ崎市
西久保

設　計　区　間 工事施工 用地買収 　摘　要

神奈川県海老名市
門沢橋

神奈川県茅ヶ崎市
西久保

４ 車線 ４



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 － メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

土工（掘割）部分
－

１．００ ２．７５

橋梁高架部分

（中小橋） － － －

橋梁高架部分

－ －

別　　紙　　１

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間

トンネル部分

摘 要
左　側 計 左　側 右　側 計

－ －

－ － － － －

－ －

（長大橋） １．７５×２ ３．５０ １．７５



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

　　茅ヶ崎ジャンクション

　　寒川南インターチェンジ

　　寒川北インターチェンジ

　　海老名南ジャンクション

　　本線

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）１８，９９７

備　　　考

神奈川県海老名市

門沢橋

立体接続

県道 神奈川県高座郡

県道 神奈川県高座郡

立体接続

相模原茅ヶ崎線 寒川町宮山

別　　紙　　１

路線名

接続の位置 接続の方法

（新湘南ﾊﾞｲﾊﾟｽ） 西久保

他の道路の

一般国道１号 神奈川県茅ケ崎市

平面接続第一東海自動車道

第二東海自動車道 神奈川県海老名市

立体接続

伊勢原藤沢線

横浜名古屋線

立体接続

寒川町田端

門沢橋



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日

イ　　神奈川県茅ヶ崎市西久保から神奈川県高座郡寒川町田端まで (STA.-1+86～STA.9+27)

平成 年 月 日

ロ　　神奈川県高座郡寒川町田端から神奈川県高座郡寒川町田端まで (STA.9+27～STA.11+57)

平成 年 月 日

ハ　　神奈川県高座郡寒川町田端 (寒川南ＩＣ 料金所部)

平成 年 月 日

ニ　　神奈川県高座郡寒川町田端 (寒川南ＩＣ ランプ部)

平成 年 月 日

ホ　　神奈川県高座郡寒川町田端 (寒川南ＩＣ Ｃランプ部)

平成 年 月 日

ヘ　　神奈川県高座郡寒川町田端 (寒川南ＩＣ Ｄ，Ｅランプ部)

平成 年 月 日

ト　　神奈川県高座郡寒川町田端から神奈川県高座郡寒川町一ノ宮まで (STA.11+57～STA.27+10)

平成 年 月 日

チ　　神奈川県高座郡寒川町一ノ宮から神奈川県高座郡寒川町一ノ宮まで (STA.27+10～STA.35+42)

平成 年 月 日

２

２５ ３

２５ １

１

２４

１５

２５

２４

１

１

１

１７

１２ １

別　　紙　　１

２４ ５ １

２４ ７

２４ ５

１２



リ　　神奈川県高座郡寒川町一ノ宮から神奈川県高座郡寒川町宮山まで (STA.35+42～STA.50+93.5)

平成 年 月 日

ヌ　　神奈川県高座郡寒川町宮山 (寒川北ＩＣ 料金所部)

平成 年 月 日

ル　　神奈川県高座郡寒川町宮山 (寒川北ＩＣ ランプ部)

平成 年 月 日

ヲ　　神奈川県高座郡寒川町宮山 (寒川北ＩＣ ＡＣ，Ｂランプ部)

平成 年 月 日

ワ　　神奈川県高座郡寒川町宮山 (寒川北ＩＣ ＡＣ，Ｂ，Ｄランプ部)

平成 年 月 日

カ　　神奈川県高座郡寒川町宮山 (寒川北ＩＣ Ｅランプ部)

平成 年 月 日

ヨ　　神奈川県高座郡寒川町宮山から神奈川県高座郡寒川町倉見まで (STA.50+93.5～STA.53+78)

平成 年 月 日

タ　　神奈川県高座郡寒川町倉見から神奈川県高座郡寒川町倉見まで (STA.53+78～STA.57+15.5)

平成 年 月 日

レ　　神奈川県高座郡寒川町倉見から神奈川県高座郡寒川町倉見まで (STA.57+15.5～STA.59+30.5)

平成 年 月 日

２５

１

２５ ２

２５

２６ １１ １

２

１

１２ １

１

２４

２４

６ １

１

２４

別　　紙　　１

６ １

２４ ７ １

１２ １２６



ソ　　神奈川県高座郡寒川町倉見から神奈川県高座郡寒川町倉見まで (STA.59+30.5～STA.60+77.5)

平成 年 月 日

ツ　　神奈川県高座郡寒川町倉見から神奈川県高座郡寒川町倉見まで (STA.60+77.5～STA.62+24.5)

平成 年 月 日

ネ　　神奈川県高座郡寒川町倉見から神奈川県高座郡寒川町倉見まで (STA.62+24.5～STA.66+93)

平成 ２３ 年 １ 月 １ 日

ナ　　神奈川県高座郡寒川町倉見から神奈川県海老名市門沢橋まで (STA.66+93～STA.72+09)

平成 ２２ 年 ８ 月 １ 日

ラ　　神奈川県海老名市門沢橋から神奈川県海老名市門沢橋まで (STA.72+09～STA.73+39)

平成 ２３ 年 ３ 月 １ 日

ム　　神奈川県海老名市門沢橋から神奈川県海老名市門沢橋まで (STA.73+39～STA.76+23)

平成 ２２ 年 ８ 月 １ 日

　・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

　　会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

２６ ７ １

１ １２６

別　　紙　　１



②工事の完成予定年月日

平成 年 月 日 （茅ヶ崎JCT～寒川北IC) （供用開始）

平成 年 月 日 （寒川北IC～海老名南JCT） （供用開始）

令和 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２３，９１６ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ２３，９１６ 百万円）（消費税込み）

（債務引受額 ２０，６４５ 百万円）（消費税込み）

４ １４

２７ ３ ８

２ ３ ３０
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２５



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

　高速道路利便増進事業に関する計画 (スマートＩＣ)に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

中日本高速道路株式会社が管理する高速道路に係る

別紙１－７１



１．工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額 　

　（１）　工事予算

百万円（消費税込み）

　（２）　工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円（消費税込み））

　（３）　個別箇所に関する工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額

個別箇所に関する工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額は、下記のとおりとする。

ただし、工事予算及び債務引受限度額については、（１）工事予算及び（２）債務引受限度額の内数である。

また、工事完成後は精算額としている。

別　　紙　　１

　―　

６８，４００

６０，９５３



－
本線
直結型

平成28年3月12日
（供用開始）

平成30年3月29日
（残事業完成）

2,745百万円 3,094百万円 －
本線
直結型

平成27年3月1日
（供用開始）

平成28年3月30日
（残事業完成）

1,323百万円 1,457百万円 －
本線
直結型

4,461百万円 4,748百万円

平成21年9月29日

平成30年3月24日
（供用開始）

令和3年3月30日
（残事業完成）

2,995百万円

中央自動車道
長野線

長野県松本
市島内

市道８０８７
号線及び市
道豊科３５３
１号線

長野県松本
市島内及び
長野県安曇
野市豊科高
家

立体接続 平成21年9月29日

3,580百万円 －
守山
ＰＡ

－
梓川
ＳＡ

第一東海自動車道
愛知県名古屋
市守山区下志
段味

市道守山
パーキングエ
リア線

愛知県名古
屋市守山区
下志段味

立体接続

平成22年11月27日
（供用開始）

平成23年1月31日
（残事業完成）

494百万円 547百万円

平成30年4月15日
（供用開始：東京方面）

平成30年8月 6日
（供用開始：河口湖方

面）

令和3年3月30日
（残事業完成）

東京都府中
市小柳町及
び東京都府
中市是政

湖東三
山
ＰＡ

2,237百万円 －
本線
直結型

中央自動車道
西宮線

滋賀県愛知
郡愛荘町松
尾寺

県道湖東三
山インター線

滋賀県愛知
郡愛荘町松
尾寺

立体接続 平成21年9月29日 1,184百万円 1,335百万円 －

平成25年10月21日
（供用開始）

平成26年3月31日
（残事業完成）

立体接続 平成21年9月29日

平成27年3月7日
（供用開始）

平成30年3月29日
（残事業完成）

2,014百万円
中央自動車道
富士吉田線

東京都府中
市是政

都道川崎府
中線及び市
道中央道側
道

（イ）
路線名

（ロ）
工事の箇所

（ハ）工事方法 （ニ）
工事の着手および完成の予定年月日

別　　紙　　１

（ホ）
工事予算

（消費税込み）

（へ）
債務引受限度額
（消費税込み）

備考

他の道路との連結位置及び接続の方法 うち
助成対象
基準額

（消費税込み）

他の道路の
路線名

接続の位置 接続の方法
工事の着手

年月日
工事の完成
予定年月日

中央自動車道
富士吉田線

山梨県富士
吉田市上暮
地

県道富士吉
田西桂線

山梨県富士
吉田市上暮
地

立体接続 平成23年4月28日

東海北陸自動車道
富山県南砺
市上川崎

市道南砺ス
マートイン
ター線

富山県南砺
市柴田屋

立体接続 平成23年4月28日

第一東海自動車道
静岡県焼津
市上新田

市道０１０５
号線

静岡県焼津
市上新田

立体接続 平成23年4月28日
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（イ）
路線名

（ロ）
工事の箇所

（ハ）工事方法 （ニ）
工事の着手および完成の予定年月日

（ホ）
工事予算

（消費税込み）

（へ）
債務引受限度額
（消費税込み）

備考

他の道路との連結位置及び接続の方法 うち
助成対象
基準額

（消費税込み）

他の道路の
路線名

接続の位置 接続の方法
工事の着手

年月日
工事の完成
予定年月日

第二東海自動車道
横浜名古屋線

静岡県浜松
市浜北区四
大地

市道浜北灰
木大平１号線
及び市道須
部灰の木線

静岡県浜松市
浜北区四大地
及び静岡県浜
松市北区都田
町

立体接続

第二東海自動車道
横浜名古屋線

静岡県静岡
市葵区飯間

市道小瀬戸
飯間線及び
市道飯間本
線

静岡県静岡市
葵区小瀬戸及
び静岡県静岡
市葵区飯間

立体接続

平成23年4月28日

平成24年4月14日
（供用開始）

平成25年3月30日
（残事業完成）

223百万円 230百万円 －
浜松
ＳＡ

平成24年4月14日
（供用開始）

平成25年3月30日
（残事業完成）

200百万円 208百万円 －
静岡
ＳＡ

平成23年4月28日

533百万円 －
五斗蒔
ＰＡ

－
本線
直結型

一般国道４７５号
（東海環状自動車道）

岐阜県土岐
市泉町

市道81920号
線、82525号線
及び82526号
線

岐阜県土岐
市泉町

立体接続 平成23年4月28日

平成25年2月28日
（供用開始）

平成25年8月30日
（残事業完成）

475百万円

北陸自動車道
富山県砺波
市下中条

市道高岡砺
波インター線

富山県砺波
市下中条

立体接続 平成23年4月28日

平成27年3月1日
（供用開始）

平成28年3月30日
（残事業完成）

1,964百万円 2,125百万円

中央自動車道
西宮線

山梨県笛吹
市八代町南

県道３１３号藤
垈石和線及び
市道４０１５号
線

山梨県笛吹
市八代町南

立体接続 平成24年5月17日

平成29年3月26日
（供用開始）

令和2年3月30日
（残事業完成）

2,094百万円 2,376百万円 －
本線
直結型

第一東海自動車道
静岡県沼津
市宮本

市道０１１８号
線及び市道０
１０５号線

静岡県沼津
市宮本

立体接続 平成24年5月17日

平成28年3月19日
（供用開始）

平成29年3月30日
（残事業完成）

633百万円 735百万円 －
愛鷹
ＰＡ

第二東海自動車道
横浜名古屋線

遠州森町
ＰＡ

静岡県周智
郡森町大字
円田

町道遠州森町
PA上り線及び
町道遠州森町
PA下り線

静岡県周智郡
森町大字一宮
及び静岡県周
智郡森町大字
円田

立体接続 平成24年5月17日

平成26年3月29日
（供用開始）

平成27年3月30日
（残事業完成）

567百万円 632百万円 －
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（イ）
路線名

（ロ）
工事の箇所

（ハ）工事方法 （ニ）
工事の着手および完成の予定年月日

（ホ）
工事予算

（消費税込み）

（へ）
債務引受限度額
（消費税込み）

備考

他の道路との連結位置及び接続の方法 うち
助成対象
基準額

（消費税込み）

他の道路の
路線名

接続の位置 接続の方法
工事の着手

年月日
工事の完成
予定年月日

－
本線
直結型

近畿自動車道
名古屋神戸線

三重県鈴鹿
市山本町

市道山本６５
号線

三重県鈴鹿
市山本町

立体接続 平成24年5月17日

平成31年3月17日
（供用開始）

令和3年3月30日
（残事業完成）

1,516百万円 1,678百万円 － 鈴鹿ＰＡ

北陸自動車道
滋賀県長浜
市小谷丁野
町

県道郷野湖
北線及び県
道丁野虎姫
長浜線

滋賀県長浜市
湖北町及び滋
賀県長浜市小
谷丁野町

立体接続 平成24年5月17日

平成29年3月25日
（供用開始）

平成30年3月29日
（残事業完成）

2,358百万円 2,573百万円

－
本線
直結型

近畿自動車道
敦賀線

福井県敦賀
市長谷

市道長谷２号
線

福井県敦賀
市長谷

立体接続 平成24年5月17日

平成29年3月25日
（供用開始）

平成30年3月29日
（残事業完成）

2,164百万円 2,398百万円

中央自動車道
富士吉田線

山梨県上野
原市大野

市道談合坂
サービスエリ
ア線

山梨県上野
原市大野

立体接続 平成25年7月5日

令和2年5月24日
（供用開始）

令和3年3月30日
（残事業完成）

2,009百万円 2,335百万円 －
談合坂
ＳＡ

中央自動車道
西宮線

岐阜県安八
郡安八町中

町道南長田
坊野１号線

岐阜県安八
郡安八町中

立体接続 平成25年7月5日

平成30年3月24日
（供用開始）

平成31年3月28日
（残事業完成）

3,472百万円 3,770百万円 －

7,811百万円 8,941百万円

本線
直結型

中央自動車道
西宮線

岐阜県養老
郡養老町橋
爪南川原

町道橋爪１号
線及び町道
橋爪４２号線

岐阜県養老
郡養老町橋
爪南川原

立体接続 平成25年7月5日

平成30年6月24日
（供用開始）

令和2年3月30日
（残事業完成）

768百万円 932百万円 －
養老
ＳＡ

－
本線
直結型

第一東海自動車道
神奈川県綾
瀬市小園

県道藤沢座
間厚木

神奈川県綾
瀬市小園

立体接続 平成25年7月5日 令和3年6月30日
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（イ）
路線名

（ロ）
工事の箇所

（ハ）工事方法 （ニ）
工事の着手および完成の予定年月日

（ホ）
工事予算

（消費税込み）

（へ）
債務引受限度額
（消費税込み）

備考

他の道路との連結位置及び接続の方法 うち
助成対象
基準額

（消費税込み）

他の道路の
路線名

接続の位置 接続の方法
工事の着手

年月日
工事の完成
予定年月日

－
本線
直結型

第一東海自動車道
静岡県浜松
市東区有玉
西町

市道有玉南
初生線及び
市道有玉西１
２号線

静岡県浜松
市東区有玉
西町

立体接続 平成25年7月5日

平成29年3月18日
（供用開始）

平成30年3月29日
（残事業完成）

869百万円 974百万円 －
三方原Ｐ
Ａ

第一東海自動車道
静岡県静岡
市駿河区宮
川

市道大谷改
良区７号線

静岡県静岡
市駿河区宮
川

立体接続 平成25年7月5日

令和元年9月14日
（供用開始）

令和3年3月30日
（残事業完成）

5,125百万円 5,474百万円

－
本線
直結型

第一東海自動車道
愛知県豊田
市西田町長
根山

市道上郷スマー
トインター１号線
及び市道上郷ス
マートインター２
号線

愛知県豊田
市永覚新町
及び愛知県
豊田市西田
町外林

立体接続 平成25年7月5日 令和3年3月31日 1,925百万円 2,207百万円 － 上郷ＳＡ

第一東海自動車道
静岡県浜松
市西区呉松
町

県道引佐舘
山寺線及び
県道湖東舘
山寺線

静岡県浜松
市西区呉松
町

立体接続 平成25年7月5日

平成31年3月17日
（供用開始）

令和3年3月30日
（残事業完成）

2,295百万円 2,554百万円

－
小山ＰＡ
（仮称）

第二東海自動車道
横浜名古屋線

静岡県沼津
市根古屋

市道１９７０
号線及び市
道１９７１号
線

静岡県沼津
市根古屋

立体接続 平成25年7月5日

平成29年3月18日
（供用開始）

平成30年3月29日
（残事業完成）

775百万円 879百万円 －
駿河湾沼
津
ＳＡ

第二東海自動車道
横浜名古屋線

静岡県駿東
郡小山町大
御神

町道３６２８
号線及び町
道３９８４号
線

静岡県駿東
郡小山町大
御神

立体接続 平成25年7月5日 令和6年3月31日 895百万円 1,059百万円

－
本線
直結型

第二東海自動車道
横浜名古屋線

静岡県磐田
市敷地

市道下野部
敷地線

静岡県磐田
市敷地

立体接続 平成25年7月5日 令和3年6月30日 2,029百万円 2,210百万円
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（イ）
路線名

（ロ）
工事の箇所

（ハ）工事方法 （ニ）
工事の着手および完成の予定年月日

（ホ）
工事予算

（消費税込み）

（へ）
債務引受限度額
（消費税込み）

備考

他の道路との連結位置及び接続の方法 うち
助成対象
基準額

（消費税込み）

他の道路の
路線名

接続の位置 接続の方法
工事の着手

年月日
工事の完成
予定年月日

－
本線
直結型

近畿自動車道
敦賀線

福井県三方
上中郡若狭
町鳥浜

町道若狭梅
街道線

福井県三方
上中郡若狭
町鳥浜

立体接続 平成25年7月5日

平成30年3月24日
（供用開始）

平成31年3月28日
（残事業完成）

1,606百万円 1,998百万円 －
三方五湖
ＰＡ

北陸自動車道
石川県能美
市吉原釜屋
町

市道木曽街
道線

石川県能美
市吉原釜屋
町

立体接続 平成25年7月5日

平成30年3月25日
（供用開始）

平成31年3月28日
（残事業完成）

2,284百万円 2,600百万円

－
岐阜三輪
ＰＡ

一般国道４６８号
（首都圏中央連絡自動車
道）

東京都八王
子市美山町

市道川口３３
９号線

東京都八王
子市美山町

立体接続 平成25年7月5日

平成28年12月24日
（供用開始）

平成30年3月29日
（残事業完成）

969百万円 1,144百万円

一般国道４７５号
（東海環状自動車道）

岐阜県岐阜
市北野北

市道北野北
線

岐阜県岐阜
市北野北

立体接続 平成25年7月5日

令和2年3月20日
（供用開始）

令和3年3月30日
（残事業完成）

710百万円 839百万円

－
本線
直結型



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－７８

東海北陸自動車道（一宮稲沢北ＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

東海北陸自動車道

（２）　工事の箇所

愛知県一宮市大和町

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

県道岐阜稲沢線 愛知県一宮市 立体接続

路線名

大和町

別　　紙　　１

一宮稲沢北インターチェンジ

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２１ 年 ９ 月 ５ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ３ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）

７９７

９６０

９１２

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－７９

（岐阜県郡上市白鳥町那留から岐阜県高山市清見町夏厩まで）に関する

東海北陸自動車道

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

東海北陸自動車道

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 岐阜県郡上市白鳥町那留 から

岐阜県高山市清見町夏厩 まで

（ロ）　延　　　　長 ４０．９ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

岐阜県郡上市白鳥町那留

岐阜県高山市清見町夏厩

８０ ４０．９



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

※　切土部については、左側路肩を堆雪余裕幅として白鳥～高鷲２．０ｍ、高鷲～飛騨清見３．０ｍ拡幅する。

―

橋梁高架部分

（長大橋） １．００１．２５

― ―

２．２５

１．００

０．７５

１．７５

―

計

０．７５

設　計　区　間 用地買収

別　　紙　　１

　摘　要工事施工

４ 車線 ４

摘 要
左　側 計 右　側

岐阜県郡上市白鳥町那留

４車線化

構造による区分

岐阜県高山市清見町夏厩

往復分離しない区間 往復分離する区間

車線

トンネル部分
―

橋梁高架部分

（中小橋） ―

土工（掘割）部分
１．７５ １．７５

左　側

１．５０

２．７５

―

１．２５１．２５



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

１０６，６００ 百万円（消費税込み）

他の道路の 備　　　考接続の方法接続の位置

別　　紙　　１

路線名

－ － － －



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （白鳥ＩＣ～高鷲ＩＣ） （供用開始）

平成 年 月 日 （ひるがの高原ＳＡ～飛騨清見ＩＣ） （供用開始）

平成 年 月 日 （高鷲ＩＣ～ひるがの高原ＳＡ） （供用開始）

令和 年 月 日 （荘川ＩＣ～飛騨清見ＩＣ） （残事業一部完成）

令和 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１１４，８７７ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １１４，８７７ 百万円）（消費税込み）

１

２０

３０

別　　紙　　１

２４

３０

５

１１

３０ １２ ８

元 １１ ２８

4 ３ ３０

３１ ３



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－８０

（岐阜県関市広見から岐阜県大垣市桧町まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

一般国道４７５号（東海環状自動車道）



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４７５号

（有料道路名　：　東海環状自動車道）

（２）　工事の箇所

(イ）　工事の区間 岐阜県関市広見 から

岐阜県大垣市桧町 まで

（ロ）　延　　　　長 ３５．３キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

　摘　要

岐阜県関市広見

１００ ３５．３

岐阜県大垣市桧町

別　　紙　　１

車線

岐阜県関市広見

２ 車線 ４

岐阜県大垣市桧町

設　計　区　間 工事施工 用地買収

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（リ）　中央帯の標準幅員 － メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間

土工（掘割）部分

摘 要
左　側 計 左　側 右　側 計

１．７５×２ ３．５０ - - -

トンネル部分
１．７５×２ ３．５０ - - -

-

（中小橋）

- -

橋梁高架部分

１．７５×２ ３．５０ - -

橋梁高架部分

-

（長大橋） １．７５×２ ３．５０

別　　紙　　１



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

関広見インターチェンジ

山県インターチェンジ

岐阜インターチェンジ（仮称）

糸貫インターチェンジ（仮称）

大野神戸インターチェンジ

大垣西インターチェンジ

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

立体接続

１２７，２４０

一般国道２１号及び県道大垣環
状線

岐阜県大垣市桧町

路線名

一般国道４１８号 岐阜県関市広見

一般国道２５６号 岐阜県山県市大字西深瀬

県道 岐阜関ヶ原線
岐阜県安八郡神戸町大字
西座倉

立体接続

立体接続

都計道岐阜インター線 岐阜県岐阜市大学北 立体接続

別　　紙　　１

立体接続

他の道路の 接続の位置 接続の方法

一般国道１５７号 岐阜県本巣市上保 立体接続

備　　　考



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手(予定)年月日

イ 　岐阜県大垣市桧町から岐阜県大垣市熊野町まで

平成 年 月 日

ロ 　岐阜県大垣市桧町から岐阜県大垣市池尻町まで

平成 年 月 日

ハ 　岐阜県大垣市池尻町から岐阜県大垣市北方町まで

平成 年 月 日

ニ 　岐阜県大垣市北方町から岐阜県安八郡神戸町大字神戸まで

令和 年 月 日

ホ 　岐阜県安八郡神戸町大字神戸から岐阜県安八郡神戸町大字神戸まで

令和 年 月 日

ヘ 　岐阜県安八郡神戸町大字神戸から岐阜県安八郡神戸町西座倉まで

平成 年 月 日

ト 　岐阜県安八郡神戸町西座倉から岐阜県揖斐郡大野町下磯まで  (大野神戸IC　Ｂランプ)

平成 年 月 日

チ 　岐阜県安八郡神戸町西座倉から岐阜県安八郡神戸町西座倉まで  (大野神戸IC　Ｃランプ)

令和 年 月 日

３1 ４ １

３1 ４ １

元 ８ １

別　　紙　　１

３１ ２ １

元

元 ５ １

３1 ３ １

３1 ４ １

８ １



リ 　岐阜県揖斐郡大野町下磯から岐阜県揖斐郡大野町下磯まで  (大野神戸IC　Eランプ・料金所)

平成 年 ２ 月 １ 日

ヌ 　岐阜県安八郡神戸町西座倉から岐阜県安八郡神戸町西座倉まで

平成 年 ５ 月 １ 日

ル 　岐阜県安八郡神戸町西座倉から岐阜県揖斐郡大野町下磯まで

令和 年 ９ 月 １ 日

ヲ 　岐阜県揖斐郡大野町下磯から岐阜県瑞穂市七崎まで

平成 年 ５ 月 １ 日

ワ 岐阜県瑞穂市七崎から岐阜県瑞穂市七崎まで

平成 年 月 日

カ 　岐阜県瑞穂市七崎から岐阜県本巣市見延まで

平成 年 月 日

ヨ 　岐阜県本巣市見延から岐阜県本巣市見延まで

令和 年 月 日

タ 　岐阜県本巣市見延から岐阜県本巣市三橋まで

平成 年 月 日

レ 　岐阜県本巣市三橋から岐阜県本巣市三橋まで

令和 年 月 日

４ １３１

３０

２

１

３０ ５

元 １２ １

１

３０ ５ １

５ １１

３０

３１

別　　紙　　１



ソ 　岐阜県本巣市三橋から岐阜県岐阜市城田寺まで

平成 年 月 日

ツ 　岐阜県岐阜市城田寺から岐阜県岐阜市城田寺まで

平成 年 月 日

ネ 　岐阜県岐阜市城田寺から岐阜県山県市西深瀬まで

令和 年 月 日

ナ 　岐阜県山県市西深瀬から岐阜県山県市西深瀬まで

平成 年 月 日

ラ 　岐阜県山県市西深瀬から岐阜県山県市西深瀬まで

令和 年 月 日

ム 　岐阜県山県市西深瀬から岐阜県山県市西深瀬まで

令和 年 月 日

ウ 　岐阜県山県市西深瀬から岐阜県山県市西深瀬まで

令和 年 月 日

ヰ 　岐阜県山県市西深瀬から山県市東深瀬まで

平成 年 月 日

ノ 　岐阜県山県市東深瀬から岐阜県山県市東深瀬まで

令和 年 月 日

別　　紙　　１

４ １

６ １

３１ ４ １

元 １６

３０ ５ １

元 ８ １

１

３０ ５ １

２ １

５

元

１

３０ ９



オ 　岐阜県山県市東深瀬から岐阜県山県市東深瀬まで

令和 年 月 日

ク 　岐阜県山県市東深瀬から岐阜県山県市東深瀬まで

平成 年 月 日

ヤ 　岐阜県山県市東深瀬から岐阜県山県市東深瀬まで

平成 年 月 日

マ 　岐阜県山県市東深瀬から岐阜県岐阜市山県北野北まで

平成 年 月 日

ケ 　岐阜県岐阜市山県北野北から岐阜県岐阜市山県北野まで

平成 年 月 日

フ 　岐阜県岐阜市山県北野から岐阜県岐阜市三輪まで

平成 年 月 日

コ 　岐阜県岐阜市三輪から岐阜県関市広見まで

平成 年 月 日

エ 　岐阜県関市広見から岐阜県関市広見まで

令和 年 月 日

テ 　岐阜県関市広見から岐阜県関市広見まで

平成 年 月 日

３０

３０ １２ １

元 ５ １

３０ １２ １

１２ １

別　　紙　　１

元 ８ １

３１ ２ １

３１ ２ １

３０ １２ １

３１ ４ １



ア 　岐阜県関市広見から岐阜県関市広見まで

令和 年 月 日

サ 　岐阜県関市広見から岐阜県関市広見まで

平成 年 月 日

キ 　岐阜県関市広見から岐阜県関市広見まで

平成 年 月 日

　・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

　　会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 令和 元 年 １２ 月 １４ 日 ［大野神戸ＩＣ～大垣西ＩＣ（供用開始）］

令和 ２ 年 ３ 月 ２０ 日 ［関広見ＩＣ～山県ＩＣ（供用開始）］

令和 ７ 年 ３ 月 ３１ 日 ［山県ＩＣ～大野神戸ＩＣ］

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）

元 ６ １

別　　紙　　１

１３４，６４５

３０ １２ １

３１ ４ １

１４１，７３２



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

一般国道４７５号（東海環状自動車道）

別紙１－８２

（岐阜県養老郡養老町飯積から三重県員弁郡東員町大字長深まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４７５号

（有料道路名　：　東海環状自動車道）

（２）　工事の箇所

(イ）　工事の区間 岐阜県養老郡養老町飯積 から

三重県員弁郡東員町大字長深 まで

（ロ）　延　　　　長 ３４．１キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

岐阜県養老郡養老町飯積

１００ ３４．１

用地買収

岐阜県養老郡養老町飯積

２ 車線

別　　紙　　１

車線４

三重県員弁郡東員町大字長深

設　計　区　間 工事施工

三重県員弁郡東員町大字長深

　摘　要



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（リ）　中央帯の標準幅員 － メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

右　側 計

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計 左　側

土工（掘割）部分
１．７５×２ ３．５０ - - -

３．５０ -

（中小橋）

- -

１．７５×２ ３．５０

トンネル部分
１．７５×２ ３．５０ - - -

- -

別　　紙　　１

橋梁高架部分

-

橋梁高架部分

（長大橋） １．７５×２



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

養老ジャンクション

養老インターチェンジ

北勢インターチェンジ（仮称）

大安インターチェンジ

東員インターチェンジ

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

立体接続一般国道３６５号

路線名

中央自動車道　西宮線 岐阜県養老郡養老町飯積 立体接続

立体接続

一般国道306号及び一般国道
365号

三重県いなべ市北勢町阿
下喜

県道　養老平田線
岐阜県養老郡養老町口ヶ
島

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

立体接続

別　　紙　　１

一般国道３６５号
三重県いなべ市大安町高
柳

立体接続

７８，１２０

三重県員弁郡東員町大字
長深



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手（予定）年月日

イ 　岐阜県養老郡養老町直江から岐阜県養老郡養老町直江まで （養老ＪＣＴ　Ｇランプ）

平成 年 月 日

ロ 　岐阜県養老郡養老町飯積から岐阜県養老郡養老町高田まで （№4+7.0～№53+5.5）

平成 年 月 日

ハ 　岐阜県養老郡養老町高田から岐阜県養老郡養老町高田まで （№53+5.5～№63+7.5）

平成 年 月 日

ニ 　岐阜県養老郡養老町高田から岐阜県養老郡養老町高田まで （№63+7.5～№111+0.0）

平成 年 月 日

ホ 　岐阜県養老郡養老町高田から岐阜県養老郡養老町口ケ島まで （№111+0.0～№121+15.0）

平成 年 月 日

ヘ 　岐阜県養老郡養老町口ケ島から岐阜県養老郡養老町口ケ島まで （№121+15.0～№130+13.0）

平成 年 月 日

ト 　岐阜県養老郡養老町口ケ島から岐阜県養老郡養老町西岩道まで （№130+13.0～№141+11.0）

平成 年 月 日

チ 　岐阜県養老郡養老町西岩道から岐阜県養老郡養老町口ケ島まで （養老IC　ランプ部）

平成 年 月 日

２９ ５ １

２９ ４ １

５２９

２９ ４ １

１

２９ ４

１

１

２９

２９ ３

別　　紙　　１

１

２９ ４ １

５



リ 　岐阜県養老郡養老町口ケ島から岐阜県養老郡養老町大跡まで （養老IC　料金所部）

平成 年 月 日

ヌ-1 　岐阜県養老郡養老町西岩道から岐阜県養老郡養老町口ケ島まで

令和 年 月 日

ヌ-2 　岐阜県養老郡養老町口ケ島から岐阜県養老郡養老町市笠まで

令和 年 月 日

ヌ-3 　岐阜県養老郡養老町市笠から岐阜県養老郡養老町小倉まで

令和 年 月 日

ヌ-4 　岐阜県養老郡養老町小倉から岐阜県養老郡養老町一色まで

令和 年 月 日

ヌ-5 　岐阜県養老郡養老町一色から岐阜県養老郡養老町横屋まで

令和 年 月 日

ヌ-5 　岐阜県養老郡養老町横屋から岐阜県海津市南濃町徳田まで

令和 年 月 日

ル-1 　岐阜県海津市南濃町徳田から三重県いなべ市北勢町二之瀬まで

令和 年 月 日

ル-2 　三重県いなべ市北勢町二之瀬から三重県いなべ市北勢町二之瀬まで

令和 年 月 日

別　　紙　　１

７ ４ １

１１２２８

４ １０ １

５ １０ １

８ １ １

５ １０ １

８ １ １

１４３

４ ４ １



ヲ-1 　三重県いなべ市北勢町二之瀬から三重県いなべ市北勢町二之瀬まで

令和 年 月 日

ヲ-2 　三重県いなべ市北勢町二之瀬から三重県いなべ市北勢町田辺まで

令和 年 月 日

ヲ-3 　三重県いなべ市北勢町田辺から三重県いなべ市北勢町向平まで

令和 年 月 日

ヲ-4 　三重県いなべ市北勢町向平から三重県いなべ市北勢町瀬木まで

令和 年 月 日

ヲ-5 　三重県いなべ市北勢町瀬木から三重県いなべ市北勢町阿下喜まで

令和 年 月 日

ワ 　三重県いなべ市北勢町阿下喜から三重県いなべ市北勢町阿下喜まで

平成 年 月 日

カ 　三重県いなべ市北勢町阿下喜から三重県いなべ市北勢町阿下喜まで

令和 年 月 日

ヨ 　三重県いなべ市北勢町阿下喜から三重県いなべ市北勢町阿下喜まで

令和 年 月 日

タ 　三重県いなべ市北勢町阿下喜から三重県いなべ市北勢町阿下喜まで

平成 年 月 日

４ １

１４４

３０ ５ １

別　　紙　　１

３ ４ １

１４６

７ ４ １

３ ４ １

７ ４ １

１５３０

４



レ 　三重県いなべ市北勢町阿下喜から三重県いなべ市北勢町阿下喜まで

令和 年 月 日

ソ 　三重県いなべ市北勢町阿下喜から三重県いなべ市北勢町阿下喜まで

令和 年 月 日

ツ 　三重県いなべ市北勢町阿下喜から三重県いなべ市北勢町治田外面まで

平成 年 月 日

ネ 　三重県いなべ市北勢町治田外面から三重県いなべ市北勢町治田外面まで

令和 年 月 日

ナ 　三重県いなべ市北勢町治田外面から三重県いなべ市北勢町治田外面まで

平成 年 月 日

ラ 　三重県いなべ市北勢町治田外面から三重県いなべ市大安町丹生川久下まで

令和 年 月 日

ム 　三重県いなべ市大安町丹生川久下から三重県いなべ市北勢町麻生田まで

平成 年 月 日

ウ 　三重県いなべ市北勢町麻生田から三重県いなべ市北勢町麻生田まで

令和 年 月 日

ヰ 　三重県いなべ市北勢町麻生田から三重県いなべ市大安町片樋まで

平成 年 月 日

６ ８ １

１５３０

６ ４ １

１５３０

元 ９ １

１５３０

６ ７ １

１５３０

１７６

別　　紙　　１



ノ 　三重県いなべ市大安町片樋から三重県いなべ市大安町高柳まで

平成 年 月 日

オ 　三重県いなべ市大安町高柳から三重県いなべ市大安町高柳まで

平成 年 月 日

ク 　三重県いなべ市大安町高柳から三重県いなべ市大安町高柳まで

令和 年 月 日

ヤ 　三重県いなべ市大安町高柳から三重県いなべ市大安町高柳まで

平成 年 月 日

マ 　三重県いなべ市大安町高柳から三重県いなべ市大安町高柳まで

平成 年 月 日

ケ 　三重県いなべ市大安町高柳から三重県いなべ市大安町高柳まで

令和 年 月 日

フ 　三重県いなべ市大安町高柳から三重県いなべ市大安町高柳まで

平成 年 月 日

コ-1 　三重県いなべ市大安町高柳から三重県いなべ市大安町高柳まで

令和 年 月 日

コ-2 　三重県いなべ市大安町高柳から三重県いなべ市大安町高柳まで

令和 年 月 日

３０ ５ １

１７３

３０ ５ １

１７３

６ ４ １

１４３１

３１ ４ １

１５３０

別　　紙　　１

３ ４ １



エ 　三重県いなべ市大安町高柳から三重県いなべ市大安町高柳まで (大安IC　Ｅランプ土工部　E-No.32+3.32～E-No.24+4.0)

平成 年 月 日

テ 　三重県いなべ市大安町高柳から三重県いなべ市大安町高柳まで (大安IC　Ｅランプ橋梁部　E-No.24+4.0～E-No.15+0.0)

平成 年 月 日

ア 　三重県いなべ市大安町高柳から三重県いなべ市大安町高柳まで （大安ＩＣ料金所部　E-No.15+0.0～A2-No0+0）

平成 年 月 日

サ 　三重県いなべ市大安町高柳から三重県いなべ市大安町高柳まで (大安IC　A・Cランプ橋梁部　C2-No.0+0～C2-No.28+0.0)

平成 年 月 日

キ 　三重県いなべ市大安町高柳から三重県いなべ市大安町高柳まで (大安IC　Cランプ土工部　C2-No.28+0.0～C2-No.59+1.3)

平成 年 月 日

ユ 　三重県いなべ市大安町高柳から三重県いなべ市員弁町北金井まで (大安IC　Cランプ土工部　C2-No.59+1.3～C2-No.77+9.2)

平成 年 月 日

メ 　三重県いなべ市大安町高柳から三重県いなべ市員弁町北金井まで (大安IC　Bランプ部　B-No.0+0～No.B-No.54+1.8)

平成 年 月 日

ミ 　三重県いなべ市大安町高柳から三重県いなべ市員弁町北金井まで (No.327+0.0～№289+17.0）

平成 年 月 日

シ 　三重県いなべ市員弁町北金井から三重県員弁郡東員町大字南大社まで （No.289+17.0～№104+16.0）

平成 年 月 日

３０ １２ １

１８３０

１８３０

３０ ８ １

３０ １２ １

３０ ８ １

１０ １

１

別　　紙　　１

３０ ４ １

３０ ８

３０



ヱ 　三重県員弁郡東員町大字南大社から三重県員弁郡東員町大字南大社まで (№104+16.0～№92+4.0）

平成 年 月 日

ヒ 　三重県員弁郡東員町大字南大社から三重県員弁郡東員町大字南大社まで (№92+4.0～№76+4.0）

平成 年 月 日

モ 　三重県員弁郡東員町大字南大社から三重県員弁郡東員町大字長深まで (№76+4.0～№67+11.0 内回り)

平成 年 月 日

セ 　三重県員弁郡東員町大字南大社から三重県員弁郡東員町大字長深まで (№76+4.0～№69+1.0 外回り)

平成 年 １０ 月 日

ス 　三重県員弁郡東員町大字長深から三重県員弁郡東員町大字長深まで （№67+11.0～№57+5.0　 内回り）

平成 年 月 日

ン 　三重県員弁郡東員町大字長深から三重県員弁郡東員町大字長深まで （№69+1.0～№55+7.0 外回り）

平成 年 月 日

イ’ 　三重県員弁郡東員町大字長深から三重県員弁郡東員町大字長深まで （№57+5.0～№42+18.0　内回り）

平成 年 月 日

ロ’ 　三重県員弁郡東員町大字長深から三重県員弁郡東員町大字長深まで （№55+7.0～№51+11.0　外回り）

平成 年 月 日

ハ’ 　三重県員弁郡東員町大字長深から三重県員弁郡東員町大字長深まで (№51+11.0～№42+18.0 外回り）

平成 年 月 日

１１ １

別　　紙　　１

３０ ９ １

３０ ７ １

１７３０

１５

１１２３０

３０ １０ １６

３０

１１３０

１９３０

３０ １



二’ 　三重県員弁郡東員町大字長深から三重県員弁郡東員町大字長深まで （№42+18.0～№18+0.0　 内回り）

平成 年 月 日

ホ’ 　三重県員弁郡東員町大字長深から三重県員弁郡東員町大字長深まで (№42+18.0～№33+17.0　外回り）

平成 年 月 日

ヘ’ 　三重県員弁郡東員町大字長深から三重県員弁郡東員町大字長深まで (№33+17.0～No.18+0.0　外回り）

平成 年 月 日

ト’ 　三重県員弁郡東員町大字長深から三重県員弁郡東員町大字長深まで （東員IC　A・Dランプ部）

平成 年 月 日

　・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

　　会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成予定年月日

平成 ２９ 年 １０ 月 ２２ 日 （養老JCT～養老IC） （供用開始）

平成 ３１ 年 ３ 月 １７ 日 （大安IC～東員IC） （供用開始）

令和 ７ 年 ３ 月 ３１ 日 ［北勢IC（仮称）～大安IC］

令和 ９ 年 ３ 月 ３１ 日 ［養老IC～北勢IC（仮称）］

３０ ４ １

３０ ６ １

１４３０

１４３０

別　　紙　　１



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

８８，８８３ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ８４，４３９ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

一般国道４７５号（東海環状自動車道）

別紙１－８３

（三重県員弁郡東員町大字長深から三重県四日市市北山町まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４７５号

（有料道路名　：　東海環状自動車道）

（２）　工事の箇所

(イ）　工事の区間 三重県員弁郡東員町大字長深 から

三重県四日市市北山町 まで

（ロ）　延　　　　長 １．４キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

用地買収

車線

　摘　要

三重県員弁郡東員町大字長深

１００ １．４

三重県四日市市北山町

別　　紙　　１

車線

三重県員弁郡東員町大字長深

２ ４

三重県四日市市北山町

設　計　区　間 工事施工



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（リ）　中央帯の標準幅員 ４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

東員インターチェンジ

新四日市ジャンクション立体接続近畿自動車道　名古屋神戸線 三重県四日市市北山町

路線名

一般国道３６５号
三重県員弁郡東員町大字
長深

立体接続

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計 左　側 右　側 計

土工（掘割）部分
２．５０×２ ５．００ - - -

-

トンネル部分
- - - - -

- -

橋梁高架部分

- -

（長大橋） ２．５０×２ ５．００

（中小橋）

-

橋梁高架部分

- -

別　　紙　　１



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手（予定）年月日

イ　三重県員弁郡東員町大字長深 （東員ＩＣ地下通路部）

　 平成　２７　年　　１　月　　１　日

ロ　三重県員弁郡東員町大字長深 （東員ＩＣ料金所部）

　 平成　２７　年　　４　月　　１　日

ハ　三重県員弁郡東員町大字長深から三重県員弁郡東員町大字長深まで （東員ＩＣ　Ｄランプ部）

　 平成　２７　年　　４　月　　１　日

二　三重県員弁郡東員町大字長深から三重県員弁郡東員町大字長深まで （東員ＩＣ　Ｅランプ部）

　 平成　２７　年　　６　月　　１　日

ホ　三重県員弁郡東員町大字長深から三重県員弁郡東員町大字長深まで （東員ＩＣ　Ａ・Ｄランプ部）

　 平成　２７　年　　７　月　１５　日

へ　三重県員弁郡東員町大字長深から三重県員弁郡東員町大字長深まで （上り線：No.18+0.0～No.7+12.0）

　 平成　２７　年　　４　月　　１　日

２，９９０

別　　紙　　１



ト　三重県員弁郡東員町大字長深から三重県四日市市北山町まで （上り線：No.7+12.0～STA．3+40.0）

　 平成　２７　年　　７　月　１５　日

チ　三重県員弁郡東員町大字長深から三重県四日市市北山町まで （下り線：No.18.+0.0～STA．3+40.0）

　 平成　２７　年　　７　月　１５　日

リ　三重県四日市市北山町から三重県四日市市北山町まで （新四日市ＪＣＴ　Ｂ・Ｄランプ）

　 平成　２７　年　　４　月　　１　日

ヌ　三重県四日市市北山町から三重県四日市市北山町まで （新四日市ＪＣＴ　Ｄランプ）

　 平成　２７　年　１２　月　　１　日

ル　三重県四日市市北山町から三重県四日市市北山町まで （新四日市ＪＣＴ　Ｄランプ）

　 平成　２７　年　１２　月　　１　日

ヲ　三重県四日市市北山町から三重県四日市市北山町まで （新四日市ＪＣＴ　Ｄランプ）

　 平成　２７　年　１２　月　　１　日

ワ　三重県四日市市北山町から三重県四日市市北山町まで （新四日市ＪＣＴ　Ｂランプ）

　 平成　３０　年　　７　月　　１　日

・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

会社が、一般国道事業者から事業引継ぎを受ける予定年月日をいう。

別　　紙　　１



②工事の完成予定年月日 平成 ２８ 年 ８ 月 １１ 日 （供用開始）

平成 ３１ 年 ３ 月 １７ 日 （新四日市ＪＣＴ　Ｂランプ供用開始）

令和 ３ 年 ３ 月 ３０ 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）３，１３４

別　　紙　　１

３，１３４



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－８４

（東京都三鷹市北野から東京都世田谷区大蔵まで）に関する

中央自動車道　富士吉田線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　富士吉田線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 東京都三鷹市北野 から

東京都世田谷区大蔵 まで

（ロ）　延　　　　長 ６．４ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 直轄事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 ２ 種 第 １ 級 (道路構造令)

（ハ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

東京都三鷹市北野

東京都世田谷区大蔵

８０ ６．４



（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．２５メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

用地買収

右　側左　側
摘 要

　摘　要

車線 ６

東京都世田谷区大蔵

別　　紙　　１

工事施工

計

車線

計

往復分離する区間

左　側

６

設　計　区　間

東京都三鷹市北野

トンネル部分

往復分離しない区間

土工（掘割）部分

構造による区分

２．５０ ３．２５０．７５

橋梁高架部分

（中小橋）

橋梁高架部分

（長大橋）



（チ）　付加車線の標準幅員 メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

メートル （土工部）

メートル （橋梁部）

（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

本線

中央ジャンクション（仮称）

東名ジャンクション（仮称）

（４）　工事予算

７６７，２０３ 百万円（消費税込み）

第一東海自動車道 東京都世田谷区大蔵 立体接続

接続の方法

富士吉田線

中央自動車道

別　　紙　　１

他の道路の

路線名

関越自動車道

新潟線

備　　　考

東京都三鷹市北野

平面接続

接続の位置

東京都三鷹市北野

立体接続



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手（予定）年月日

イ 東京都三鷹市北野から東京都世田谷区喜多見

平成 年 月 日

ロ 東京都世田谷区成城から東京都世田谷区喜多見

平成 年 月 日

ロ’ 東京都世田谷区成城から東京都世田谷区喜多見

平成 年 月 日

ハ 東京都世田谷区喜多見から東京都世田谷区大蔵

平成 年 月 日

ニ 東京都三鷹市北野から東京都世田谷区喜多見

平成 年 月 日

ホ 東京都調布市東つつじヶ丘から東京都世田谷区喜多見

平成 年 月 日

・なお、直轄事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

会社が直轄事業者から事業引き継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１，０４０，３４９ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ９８８，３３２ 百万円）（消費税込み）

１

１０ 1

２４ ５ １７

別　　紙　　１

３０ １０ 1

１３ ３

２４

３０

５

３１

２９ ３ １

１７

２９ ３



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－８５

近畿自動車道伊勢線
（愛知県名古屋市中川区島井町から愛知県海部郡飛島村木場まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　伊勢線

（２）　工事の箇所

(イ）　工事の区間 愛知県名古屋市中川区島井町 から

愛知県海部郡飛島村木場 まで

（ロ）　延　　　　長 １２．２キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 直轄事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 ２ 種 第 １ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

　摘　要

愛知県名古屋市中川区島井町

４ 車線

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

愛知県海部郡飛島村木場

４

愛知県海部郡飛島村木場

用地買収

別　　紙　　１

設　計　区　間 工事施工

車線

愛知県名古屋市中川区島井町

６０ １２．２



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 － メートル

（リ）　中央帯の標準幅員 － メートル （土工部）

２．２５ メートル （橋梁部）

構造による区分 往復分離しない区間

計 計

－ －

左　側 右　側

－ － －

左　側

往復分離する区間

－

－ －

－

摘 要

別　　紙　　１

－－

橋梁高架部分

－

－
土工（掘割）部分

－

（中小橋）

－

橋梁高架部分

（長大橋） １．２５×２ ２．５０ －

－ －

トンネル部分



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

富田インターチェンジ（仮称）

南陽インターチェンジ（仮称）

名四西インターチェンジ（仮称）

飛島ジャンクション（仮称）

飛島ジャンクション（仮称）

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）１７０，３９０

一般国道３０２号

平面接続
及び立体接続

名古屋西ジャンクション

名古屋西ジャンクション

立体接続

立体接続

路線名

名古屋西ジャンクション南イン
ターチェンジ（仮称）

愛知県名古屋市中川区か
の里及び愛知県名古屋市
港区西蟹田

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

愛知県名古屋市中川区服
部

近畿自動車道 名古屋亀山線

一般国道３０２号

一般国道３０２号
(伊勢湾岸道路)

愛知県海部郡飛島村木場

立体接続

立体接続一般国道３０２号

愛知県名古屋市港区南陽
町大字茶屋新田

別　　紙　　１

愛知県名古屋市中川区島
井町

近畿自動車道 名古屋神戸線 愛知県海部郡飛島村木場 立体接続

一般国道３０２号

市道高速１号
（名古屋高速道路）

愛知県名古屋市中川区島
井町

立体接続

立体接続
愛知県海部郡飛島村大字
梅之郷



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手(予定)年月日

イ 愛知県名古屋市中川区島井町　から　愛知県名古屋市中川区島井町　まで

平成　２４年　５月　１７日

ロ 愛知県名古屋市中川区島井町　から　愛知県名古屋市中川区服部　まで

平成　２９年　８月　２３日

ハ 愛知県名古屋市中川区服部　から　愛知県名古屋市中川区供米田　まで

平成　３０年　９月　１日

ニ 愛知県名古屋市中川区供米田　から　愛知県名古屋市中川区かの里　まで

令和　２年　４月　１日

ホ 愛知県名古屋市中川区かの里　から　愛知県名古屋市港区南陽町　まで

平成　３０年　９月　１日

ヘ 愛知県名古屋市港区南陽町　から　愛知県海部郡飛島村大字梅之郷　まで

平成　２９年　８月　２３日

ト 愛知県海部郡飛島村大字梅之郷　から　愛知県海部郡飛島村大字梅之郷　まで

令和　２年　４月　１日

チ 愛知県海部郡飛島村大字梅之郷　から　愛知県海部郡飛島村木場　まで

平成　２９年　８月　２３日
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リ 愛知県海部郡飛島村木場　から　愛知県海部郡飛島村木場　まで

平成　２９年　８月　２３日

ヌ 愛知県海部郡飛島村木場　から　愛知県海部郡飛島村木場　まで

平成　２４年　５月　１７日

・なお、直轄事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手予定年月日とは、各区間の全ての範囲について、

会社が直轄事業者から事業引き継ぎを受ける予定年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 令和 ３ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １６８，９７３ 百万円）（消費税込み）

１７７，８６６

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－８６

第一東海自動車道（横浜青葉ＪＣＴ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第一東海自動車道

（２）　工事の箇所

神奈川県横浜市青葉区下谷本町

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

横浜青葉インターチェンジ

（首都高速道路） 青葉区下谷本町

別　　紙　　１

接続の方法他の道路の 接続の位置 備　　　考

路線名

横浜市道高速横浜環状北西線 神奈川県横浜市 立体接続



（４）　工事予算

４６５ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成年月日

①工事の着手年月日

令和 年 月 日

②工事の完成年月日

令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

５１７ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ５１７ 百万円）（消費税込み）

（債務引受額 ４６７ 百万円）（消費税込み）

２９

２ ３ ２１

１２

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－８７

中央自動車道西宮線（甲府中央スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　西宮線

（２）　工事の箇所

山梨県甲府市大津町

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

山梨県甲府市

路線名

大津町

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考

県道２９号甲府中央右左口線 立体接続 甲府中央スマートインターチェンジ（仮称）



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２６ 年 ９ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ７ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

３，８０７

３，３９６



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

第二東海自動車道横浜名古屋線（山北スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙１－９０



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道　横浜名古屋線

（２）　工事の箇所

神奈川県足柄上郡山北町川西

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

山北町川西

別　　紙　　１

山北スマートインターチェンジ（仮称）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考

町道10号河内川谷戸線 神奈川県足柄上郡 立体接続

路線名



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２６ 年 ９ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ６ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

８６９

７６２



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－９１

一般国道４６８号（首都圏中央連絡自動車道）（厚木PAスマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４６８号

（有料道路名　：　首都圏中央連絡自動車道）

（２）　工事の箇所

神奈川県厚木市山際 から

神奈川県厚木市関口 まで

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

立体接続

路線名

市道2-46号線及び

市道B-266号線

神奈川県厚木市山際及び

神奈川県厚木市関口

別　　紙　　１

厚木PAスマートインターチェンジ

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２６ 年 ９ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ２ 年 ９ 月 ２６ 日 （供用開始）

令和 ５ 年 ３ 月 ３０ 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

１，４６４

１，２８８



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－９２

一般国道４７５号（東海環状自動車道）（海津スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４７５号

（有料道路名　：　東海環状自動車道）

（２）　工事の箇所

岐阜県海津市南濃町志津新田

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

立体接続 海津スマートインターチェンジ（仮称）（仮称）海津34421号線 岐阜県海津市

南濃町志津新田

路線名

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２６ 年 ９ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ９ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

１，０３５

８４６



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

第二東海自動車道横浜名古屋線（秦野ＳＡスマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙１－９３



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道　横浜名古屋線

（２）　工事の箇所

神奈川県秦野市横野 から

神奈川県秦野市戸川 まで

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

別　　紙　　１

秦野ＳＡスマートインターチェンジ（仮称）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考

市道144号線及び市道146号線 神奈川県秦野市横野及び戸川 立体接続

路線名



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２７ 年 ８ 月 ２６ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ４ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

８０４

７２４



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－９４

中央自動車道西宮線（座光寺スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　西宮線

（２）　工事の箇所

長野県飯田市座光寺地先

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

市道座光寺280号線 長野県飯田市座光寺地先 立体接続

路線名

市道座光寺281号線

別　　紙　　１

座光寺スマートインターチェンジ

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２８ 年 ６ 月 ２４ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ３ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

１，791

１，630



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－９５

第一東海自動車道（足柄スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第一東海自動車道

（２）　工事の箇所

静岡県駿東郡小山町

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

町道2451号線及び2452号線 静岡県駿東郡小山町桑木地内 立体接続 足柄スマートインターチェンジ

路線名

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２８ 年 ６ 月 ２４ 日

②工事の完成予定年月日 平成 ３１ 年 ３ 月 ９ 日 （供用開始）

令和 ２ 年 ３ 月 ３０ 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）

（債務引受額 百万円）（消費税込み）

―

別　　紙　　１

1,576

1,360

1,515



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－９６

第一東海自動車道（駒門スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第一東海自動車道

（２）　工事の箇所

静岡県御殿場市駒門 から

静岡県御殿場市町屋 まで

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

路線名

市道3697号線及び3698号線 静岡県御殿場市駒門及び町屋 立体接続 駒門スマートインターチェンジ

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２８ 年 ６ 月 ２４ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ２ 年 ３ 月 ２８ 日 （供用開始）

令和 ３ 年 ３ 月 ３０ 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

1,053

962



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－９７

北陸自動車道（上市スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

北陸自動車道

（２）　工事の箇所

富山県中新川郡上市町江上 から

富山県中新川郡上市町東江上 まで

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

（仮称）上市インター南線
及び（仮称）上市インター北線

富山県中新川郡上市町中江上
及び富山県中新川郡上市町東江上 立体接続 上市スマートインターチェンジ

路線名

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２８ 年 ６ 月 ２４ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ２ 年 １２ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

2,177

1,946



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－９８

一般国道138号（東富士五湖道路）（富士吉田南スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道138号（東富士五湖道路）

（２）　工事の箇所

山梨県富士吉田市上吉田

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

市道農場線 山梨県富士吉田市上吉田 立体接続

路線名

別　　紙　　１

富士吉田南スマートインターチェンジ（仮称）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２８ 年 ６ 月 ２４ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ３ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

3,582

3,369



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－９９

第一東海自動車道（豊橋PA（下り線））に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

第一東海自動車道

（２）工事の箇所

愛知県豊橋市

（３）　工事予算

１，９８５ 百万円（消費税込み）

（４）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

令和 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２，１５０ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ２，１５０ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１

２９ ５ １３

３１ ４ １２

３ ３ ３０



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１００

中央自動車道西宮線（神坂スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　西宮線

（２）　工事の箇所

岐阜県中津川市神坂地内

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

岐阜県中津川市神坂地内 立体接続

路線名

市道神坂44号線、
市道神坂45号線

別　　紙　　１

（仮称）神坂スマートインターチェンジ

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２９ 年 ８ 月 ３１ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ４ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

1,392

1,268



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１０1

第二東海自動車道横浜名古屋線（刈谷スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道横浜名古屋線

（２）　工事の箇所

愛知県刈谷市東境町地内

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

愛知県刈谷市東境町地内 立体接続

路線名

市道01-41号線

別　　紙　　１

（仮称）刈谷スマートインターチェンジ

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２９ 年 ８ 月 ３１ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ４ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

1,430

1,302



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１０２

中央自動車道西宮線（多賀スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　西宮線

（２）　工事の箇所

滋賀県犬上郡多賀町

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

滋賀県犬上郡多賀町 立体接続

路線名

（仮称）町道多賀スマートインター線、
町道四ツ屋胡宮線

別　　紙　　１

多賀スマートインターチェンジ（仮称）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手（予定）年月日 平成 ３０ 年 ８ 月 ２４ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ５ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

2,236

1,977



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１０３

（静岡県御殿場市駒門から静岡県駿東郡長泉町大字元長窪まで）（改築）に関する

第二東海自動車道横浜名古屋線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道　横浜名古屋線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 静岡県御殿場市駒門 から

静岡県駿東郡長泉町大字元長窪 まで

（ロ）　延　　　　長 １３．２ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

静岡県御殿場市駒門

静岡県駿東郡長泉町大字元長窪

１３．２

摘　　要

１２０

別　　紙　　１

設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル 及び ３．７５ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

４．２５

橋梁高架部分

（長大橋） １．２５３．００ ３．００３．００

トンネル部分
―

橋梁高架部分

（中小橋） ―― ―

１．００

左　側

６車線化６

計 右　側

１．００

３．００

― ２．００

― ―

３．００

構造による区分

静岡県駿東郡長泉町大字元長窪

静岡県御殿場市駒門

往復分離しない区間 往復分離する区間

６

１．７５
土工（掘割）部分

　摘　要工事施工

左　側

設　計　区　間 用地買収

別　　紙　　１

３．００

計

車線

摘 要

４．７５

車線



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

- メートル （土工部）

- メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

１４，３６２ 百万円（消費税込み）

路線名

別　　紙　　１

他の道路の 備　　　考接続の方法接続の位置

第一東海自動車道 静岡県御殿場市駒門 立体接続 御殿場ジャンクション

一般国道１号（伊豆縦貫自動車道）
及び県道大岡元長窪線

静岡県駿東郡
長泉町大字元長窪

立体接続 長泉沼津インターチェンジ



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１５，２７３ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １４，５０９ 百万円）（消費税込み）

３１

別　　紙　　１

３０

３

８

３

２４



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１０４

（静岡県駿東郡長泉町大字元長窪から静岡県浜松市北区引佐町東黒田まで）（改築）に関する

第二東海自動車道横浜名古屋線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第二東海自動車道　横浜名古屋線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 静岡県駿東郡長泉町大字元長窪 から

静岡県浜松市北区引佐町東黒田 まで

（ロ）　延　　　　長 １３１．５ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

静岡県駿東郡長泉町大字元長窪

静岡県浜松市北区引佐町東黒田

１２０ １３１．５



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル 及び ３．７５ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

１．７５

橋梁高架部分

（長大橋） １．２５

３．００

構造による区分

トンネル部分

橋梁高架部分

（中小橋）

土工（掘割）部分

４．２５

２．００

４．７５

４．７５

３．００３．００

静岡県浜松市北区引佐町東黒田

往復分離しない区間 往復分離する区間

１．７５

１．００

計

車線

設　計　区　間

静岡県駿東郡長泉町大字元長窪

用地買収

別　　紙　　１

６車線化車線 ６６

摘 要
左　側 計 右　側

３．００

１．００

３．００

左　側

３．００

――

３．００

３．００

　摘　要工事施工

３．００



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

- メートル （土工部）

- メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

長泉沼津インターチェンジ

新富士インターチェンジ

新清水インターチェンジ

新清水ジャンクション

清水いはらインターチェンジ

清水ジャンクション

新静岡インターチェンジ

清水区宍原

県道井川湖御幸線 静岡県静岡市 立体接続

及び県道山脇大谷線 葵区下

清水区杉山

第一東海自動車道 静岡県静岡市 立体接続

清水区草ヶ谷

他の道路の 備　　　考接続の位置

一般国道１号（伊豆縦貫自動車道） 静岡県駿東郡 立体接続

及び県道大岡元長窪線 長泉町大字元長窪

一般国道１３９号（西富士道路） 静岡県富士市 立体接続

及び県道一色久沢線

路線名

別　　紙　　１

接続の方法

中部横断自動車道 静岡県静岡市 立体接続

清水区吉原

県道清水富士宮線 静岡県静岡市 立体接続

厚原

一般国道５２号 静岡県静岡市 立体接続



藤枝岡部インターチェンジ

島田金谷インターチェンジ

森掛川インターチェンジ

浜松浜北インターチェンジ

浜松いなさジャンクション

浜松いなさインターチェンジ

三ヶ日ジャンクション

（４）　工事予算

７０，５４０ 百万円（消費税込み）

立体接続

北区三ヶ日町福長

浜北区中瀬

一般国道４７４号 静岡県浜松市 立体接続

静岡県浜松市 立体接続

県道掛川天竜線 静岡県周智郡 立体接続

森町睦実

一般国道１５２号 静岡県浜松市 立体接続

及び県道静岡朝比奈藤枝線 岡部町入野

一般国道４７３号 静岡県島田市 立体接続

横岡新田

一般国道１号 静岡県藤枝市 立体接続

別　　紙　　１

（三遠南信自動車道） 北区引佐町東黒田

北区引佐町東黒田

第一東海自動車道

一般国道２５７号

静岡県浜松市



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日 （新静岡ＩＣ～藤枝岡部ＩＣ（上り線）） （供用開始）

（長泉沼津ＩＣ～藤枝岡部ＩＣ（下り線））

令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

７５，０２２ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ７１，２７１ 百万円）（消費税込み）

３ ３ ３１

３０

２

８

７ １６

２４

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１０５

近畿自動車道伊勢線（多気スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　伊勢線

（２）　工事の箇所

三重県多気郡多気町地内

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

三重県多気郡多気町地内 立体接続

路線名

町道　国道インター線

別　　紙　　１

多気スマートインターチェンジ（仮称）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ３０ 年 ８ 月 ２４ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ３ 年 ６ 月 ３０ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）406

別　　紙　　１

427

355



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１０６

（三重県亀山市安坂山町から滋賀県甲賀市甲賀町岩室まで）（改築）に関する

近畿自動車道 名古屋神戸線　

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 三重県亀山市安坂山町 から

滋賀県甲賀市甲賀町岩室 まで

（ロ）　延　　　　長 １４．０ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

三重県亀山市安坂山町

滋賀県甲賀市甲賀町岩室

１２０ １４．０



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル 及び ３．７５ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

橋梁高架部分

（中小橋）
― ― ― ― ―

橋梁高架部分

（長大橋） １．２５３．００６．００

トンネル部分

土工（掘割）部分
３．００×２

― ―

４．７５

車線 ６

摘 要
左　側 計 右　側

１．００

３．００

左　側

６．００

設　計　区　間

三重県亀山市安坂山町

用地買収

別　　紙　　１

６車線化６

　摘　要工事施工

４．２５

２．００

３．００×２

構造による区分

滋賀県甲賀市甲賀町岩室

往復分離しない区間 往復分離する区間

１．７５

１．００

計

車線



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０　メートル

（チ）　中央帯の標準幅員 ４．５０　メートル（土工部）

４．５０　メートル（橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

- - - -

５１，５０３

他の道路の 備　　　考接続の位置

路線名

別　　紙　　１

接続の方法



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）５６，２０４

５９，１６２

１

３１

別　　紙　　１

元

９

５

３



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１０７

中央自動車道西宮線（諏訪湖スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

中央自動車道　西宮線

（２）　工事の箇所

長野県諏訪市豊田 から

長野県岡谷市湊 まで

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

立体接続 諏訪湖スマートインターチェンジ（仮称）

路線名

（仮称）諏訪市道33225号線及
び（仮称）岡谷市道湊133号線

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考

長野県諏訪市豊田及び
長野県岡谷市湊



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 元 年 １１ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ６ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

２，１９２

１，９１６



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１０８

第一東海自動車道（岡崎阿知和スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第一東海自動車道

（２）　工事の箇所

愛知県岡崎市西阿知和町

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

立体接続愛知県岡崎市西阿知和町

路線名

市道岡崎阿知和スマートイ
ンター線

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考

岡崎阿知和スマートインターチェンジ（仮称）



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手（予定）年月日 令和 元 年 １１ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ７ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

２，４１６

２，０６４



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１０９

第一東海自動車道（東郷スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

第一東海自動車道

（２）　工事の箇所

愛知県日進市米野木町

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

路線名

市道スマートインター１号線及
び市道スマートインター２号線

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考

愛知県日進市米野木町 立体接続 東郷スマートインターチェンジ（仮称）



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手（予定）年月日 令和 元 年 １１ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ７ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

１，６２７

１，４３３



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１１０

東海北陸自動車道（城端ＳＡスマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

東海北陸自動車道

（２）　工事の箇所

富山県南砺市立野原東

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置及び接続の方法

立体接続富山県南砺市立野原東

路線名

市道桜ヶ池クアガーデン線

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　　考

城端ＳＡスマートインターチェンジ（仮称）



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 元 年 １１ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ６ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）―

別　　紙　　１

８７９

７４５



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び３号に定める協定記載事項）

別紙１－１１１

（岐阜県大野郡白川村大字鳩谷から富山県南砺市上中田まで）に関する

東海北陸自動車道

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

東海北陸自動車道

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 岐阜県大野郡白川村大字鳩谷 から

富山県南砺市上中田 まで

（ロ）　延　　　　長 １５．２ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

から

富山県南砺市上中田 まで

８０

別　　紙　　１

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）
設　計　区　間 摘　　要

岐阜県大野郡白川村大字鳩谷

１５．２



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０メートル

（ホ）　車線数

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

１．２５

別　　紙　　１

岐阜県大野郡白川村大字鳩谷 から

４ ４

富山県南砺市上中田

車線 ４車線化

　摘　要

摘 要
左　側

１．７５×２

往復分離しない区間

１．００

計 右　側

構造による区分

１．７５ ２．７５

計

３．５０

１．７５

０．７５ １．５０

１．００ ２．７５

０．７５

土工（掘割）部分

往復分離する区間

左　側

用地買収

橋梁高架部分

（長大橋） ２．５０１．２５×２

※切土部については、左側路肩を堆雪余裕幅として５．０ｍ拡幅する

２．２５１．００

橋梁高架部分

（中小橋）

－ －
トンネル部分

－ －

工事施工設　計　区　間

車線

まで



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

３．０　メートル（土工部）

３．０　メートル（橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

－

路線名

２

－

８２，０００

３１

５

－

３

１

接続の方法接続の位置

－

備　　　考

別　　紙　　１

他の道路の

１２



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １００，８８０ 百万円）（消費税込み）

１０６，１８９

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１１２

（岐阜県土岐市泉町久尻から岐阜県可児市柿田まで）に関する

一般国道４７５号（東海環状自動車道）

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容 　

（１）　路線名

一般国道４７５号

（有料道路名　：　東海環状自動車道）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 岐阜県土岐市泉町久尻 から

岐阜県可児市柿田 まで

（ロ）　延　　　　長 １０．５ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

岐阜県土岐市泉町久尻

１００ １０．５

岐阜県可児市柿田

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ニ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（ヘ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

橋梁高架部分

（長大橋） ２．５０×２ ５．００ ２．５０ １．２５ ３．７５

橋梁高架部分

（中小橋） ２．５０×２ ５．００ ― ― ―

トンネル部分
― ― １．７５ １．２５ ３．００

左　側 右　側 計

土工（掘割）部分
２．５０×２ ５．００ ２．５０ １．２５ ３．７５

別　　紙　　１

車線

岐阜県可児市柿田

４

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間

4車線化

　摘　要設　計　区　間

岐阜県土岐市泉町久尻

用地買収工事施工

４ 車線

摘 要
左　側 計



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

３４，０００

２ ５ １

１２ ３ ３１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

― ― ―

別　　紙　　１



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）４１，６１６

４３，８０６

別　　紙　　１



別紙３を次のとおり改める。 

 



修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙３

（協定第５条第２項関連）

（機構法第１３条第１項第４号に定める協定記載事項）



修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額

（消費税込み）

年度 債務引受限度額

Ｈ１８ 14,696百万円

Ｈ１９ 24,995百万円

Ｈ２０ 27,416百万円

Ｈ２１ 32,076百万円

Ｈ２２ 21,467百万円

Ｈ２３ 19,581百万円

Ｈ２４ 31,785百万円

Ｈ２５ 48,923百万円

Ｈ２６ 33,108百万円

Ｈ２７ 106,065百万円

Ｈ２８ 59,505百万円

Ｈ２９ 61,859百万円

Ｈ３０ 68,016百万円

Ｒ１ 87,750百万円

Ｒ２ 208,573百万円

Ｒ３ 120,896百万円

Ｒ４ 55,602百万円

Ｒ５ 74,418百万円

Ｒ６ 176,502百万円

Ｒ７ 65,488百万円

Ｒ８ 46,569百万円

Ｒ９ 37,570百万円

Ｒ１０ 37,541百万円

Ｒ１１ 37,695百万円

Ｒ１２ 39,299百万円

Ｒ１３ 39,471百万円

Ｒ１４ 41,109百万円

Ｒ１５ 39,786百万円

Ｒ１６ 41,114百万円

Ｒ１７ 40,082百万円

Ｒ１８ 40,256百万円

Ｒ１９ 40,536百万円

Ｒ２０ 40,051百万円

Ｒ２１ 40,102百万円

Ｒ２２ 40,313百万円

Ｒ２３ 40,121百万円

Ｒ２４ 40,160百万円

Ｒ２５ 40,697百万円

Ｒ２６ 39,993百万円

Ｒ２７ 39,871百万円

Ｒ２８ 40,050百万円

Ｒ２９ 40,147百万円

Ｒ３０ 41,440百万円

Ｒ３１ 39,760百万円

Ｒ３２ 40,158百万円

Ｒ３３ 40,659百万円

Ｒ３４ 40,715百万円

Ｒ３５ 41,210百万円

Ｒ３６ 40,620百万円

Ｒ３７ 40,477百万円

Ｒ３８ 40,011百万円

Ｒ３９ 39,931百万円

Ｒ４０ 40,011百万円

Ｒ４１ 39,819百万円

Ｒ４２ 40,208百万円

Ｒ４３ 40,742百万円

Ｒ４４ 40,742百万円

Ｒ４５ 21,012百万円

（注2）上記記載の債務引受限度額については、限度額に残余が生じた場合
は、繰り越しを認めるものとする。

（注1）平成１８年度から令和元年度までは実績値を記載している



別紙４を次のとおり改める。 

 



災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額

別紙４

（協定第6条第1項関連）

（機構法第13条第1項第5号に定める協定記載事項）



災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額

（消費税込み）

債務引受限度額 86,836百万円



別紙５を次のとおり改める。 

 



別紙５
（協定第7条第1項関連）

（機構法第13条第1項第6号に定める協定記載事項）

無利子貸付けの貸付計画



年度
H26 8百万円

H27 119百万円

H28 310百万円

H29 862百万円

H30 666百万円

R1 1,099百万円

R2 3,485百万円

R3 1,077百万円

R4 1,322百万円

R5 1,621百万円

R6 2,264百万円

R7 35百万円

R8 175百万円

R9 0百万円

R10 0百万円

R11 0百万円

R12 0百万円

R13 0百万円

R14 0百万円

R15 0百万円

R16 0百万円

R17 0百万円

R18 0百万円

R19 0百万円

R20 0百万円

R21 0百万円

R22 0百万円

R23 0百万円

R24 0百万円

R25 0百万円

R26 0百万円

R27 0百万円

R28 0百万円

R29 0百万円

R30 0百万円

R31 0百万円

R32 0百万円

R33 0百万円

R34 0百万円

R35 0百万円

R36 0百万円

R37 0百万円

R38 0百万円

R39 0百万円

R40 0百万円

R41 0百万円

R42 0百万円

R43 0百万円

R44 0百万円

R45 0百万円
（注1）平成２６年度から令和元年度までは実績値を記載し
ている

無利子貸付計画額

中日本高速道路株式会社に対する無利子貸付けの貸付計画



別紙６を次のとおり改める。 

 



道路資産の貸付料の額

別紙６

（協定第９条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第７号に定める協定記載事項）



中日本高速道路株式会社に対する道路資産の貸付料

（消費税込み）

うち盛土・切土・
のり面構造物等分

うち橋梁・
トンネル等分

(472,195百万円） (86,431百万円） (307,137百万円） (81,338百万円） (225,799百万円）

484,094百万円 74,294百万円 316,083百万円 69,250百万円 246,833百万円

(482,966百万円） (96,496百万円） (342,904百万円） (90,810百万円） (252,094百万円）

484,615百万円 80,890百万円 344,144百万円 75,398百万円 268,746百万円

(466,881百万円） (94,180百万円） (334,674百万円） (88,630百万円） (246,044百万円）

456,343百万円 76,802百万円 326,751百万円 71,587百万円 255,164百万円

(355,494百万円） (70,563百万円） (250,751百万円） (66,405百万円） (184,346百万円）

329,680百万円 54,376百万円 231,341百万円 50,684百万円 180,657百万円

(350,323百万円） (69,626百万円） (247,421百万円） (65,524百万円） (181,897百万円）

340,782百万円 52,677百万円 224,113百万円 49,100百万円 175,012百万円

(352,605百万円） (57,106百万円） (242,956百万円） (53,229百万円） (189,727百万円）

355,511百万円 57,620百万円 245,142百万円 53,708百万円 191,434百万円

(346,816百万円） (55,233百万円） (234,987百万円） (51,483百万円） (183,504百万円）

365,770百万円 58,584百万円 249,243百万円 54,606百万円 194,637百万円

(348,386百万円） (44,204百万円） (188,066百万円） (41,203百万円） (146,863百万円）

376,626百万円 53,781百万円 228,811百万円 50,130百万円 178,682百万円

(441,426百万円） (62,649百万円） (266,540百万円） (58,396百万円） (208,144百万円）

496,478百万円 77,803百万円 331,014百万円 72,521百万円 258,492百万円

(454,427百万円） (63,317百万円） (269,384百万円） (59,019百万円） (210,365百万円）

516,780百万円 71,890百万円 305,855百万円 67,009百万円 238,846百万円

(487,216百万円） (71,833百万円） (305,612百万円） (66,956百万円） (238,656百万円）

517,367百万円 77,156百万円 328,260百万円 71,918百万円 256,342百万円

(501,944百万円） (60,359百万円） (256,796百万円） (56,261百万円） (200,535百万円）

531,720百万円 65,634百万円 279,241百万円 61,178百万円 218,062百万円

(505,138百万円） (49,202百万円） (209,328百万円） (45,861百万円） (163,467百万円）

540,787百万円 56,023百万円 238,347百万円 52,219百万円 186,128百万円

(498,866百万円） (29,381百万円） (125,003百万円） (27,387百万円） (97,616百万円）

535,683百万円 36,154百万円 153,818百万円 33,700百万円 120,118百万円

Ｒ２ 499,233百万円 34,289百万円 145,883百万円 31,961百万円 113,922百万円

Ｒ３ 489,509百万円 44,765百万円 190,450百万円 41,725百万円 148,725百万円

Ｒ４ 496,414百万円 50,564百万円 215,125百万円 47,131百万円 167,994百万円

Ｒ５ 502,430百万円 49,042百万円 208,648百万円 45,712百万円 162,936百万円

Ｒ６ 505,471百万円 27,885百万円 118,637百万円 25,992百万円 92,645百万円

Ｒ７ 506,084百万円 50,008百万円 212,756百万円 46,612百万円 166,144百万円

Ｒ８ 508,567百万円 52,554百万円 223,591百万円 48,986百万円 174,605百万円

Ｒ９ 511,537百万円 59,274百万円 252,181百万円 55,250百万円 196,931百万円

Ｒ１０ 511,285百万円 58,016百万円 246,828百万円 54,077百万円 192,751百万円

Ｒ１１ 511,190百万円 32,719百万円 139,202百万円 30,497百万円 108,705百万円

Ｒ１２ 509,556百万円 83,000百万円 353,123百万円 77,365百万円 275,758百万円

Ｒ１３ 506,864百万円 82,494百万円 350,969百万円 76,893百万円 274,076百万円

Ｒ１４ 503,531百万円 81,616百万円 347,233百万円 76,075百万円 271,158百万円

Ｒ１５ 498,138百万円 80,896百万円 344,173百万円 75,404百万円 268,769百万円

Ｒ１６ 491,720百万円 79,527百万円 338,348百万円 74,128百万円 264,220百万円

Ｒ１７ 486,964百万円 78,870百万円 335,550百万円 73,515百万円 262,035百万円

Ｒ１８ 478,036百万円 77,261百万円 328,708百万円 72,016百万円 256,692百万円

Ｒ１９ 471,905百万円 76,128百万円 323,887百万円 70,960百万円 252,927百万円

Ｒ２０ 465,685百万円 75,115百万円 319,574百万円 70,015百万円 249,559百万円

Ｒ２１ 460,561百万円 74,200百万円 315,682百万円 69,162百万円 246,520百万円

Ｒ２２ 452,152百万円 72,677百万円 309,201百万円 67,742百万円 241,459百万円

Ｒ２３ 445,776百万円 71,584百万円 304,552百万円 66,724百万円 237,828百万円

Ｒ２４ 439,910百万円 70,540百万円 300,112百万円 65,751百万円 234,361百万円

Ｒ２５ 435,200百万円 69,613百万円 296,167百万円 64,887百万円 231,280百万円

Ｒ２６ 427,408百万円 68,360百万円 290,837百万円 63,719百万円 227,118百万円

Ｒ２７ 420,535百万円 67,167百万円 285,762百万円 62,607百万円 223,155百万円

Ｒ２８ 414,267百万円 66,028百万円 280,915百万円 61,545百万円 219,370百万円

Ｒ２９ 409,504百万円 65,169百万円 277,260百万円 60,744百万円 216,516百万円

Ｒ３０ 401,966百万円 63,608百万円 270,621百万円 59,290百万円 211,331百万円

Ｒ３１ 396,081百万円 62,865百万円 267,458百万円 58,597百万円 208,861百万円

Ｒ３２ 389,222百万円 61,582百万円 261,998百万円 57,401百万円 204,597百万円

Ｒ３３ 383,909百万円 60,554百万円 257,627百万円 56,443百万円 201,184百万円

Ｒ３４ 376,104百万円 59,165百万円 251,716百万円 55,148百万円 196,568百万円

Ｒ３５ 369,150百万円 57,848百万円 246,115百万円 53,921百万円 192,194百万円

Ｒ３６ 362,165百万円 56,718百万円 241,306百万円 52,867百万円 188,439百万円

Ｒ３７ 356,289百万円 55,705百万円 236,996百万円 51,923百万円 185,073百万円

Ｒ３８ 348,586百万円 54,426百万円 231,556百万円 50,731百万円 180,825百万円

Ｒ３９ 341,918百万円 53,262百万円 226,601百万円 49,646百万円 176,955百万円

Ｒ４０ 335,372百万円 52,091百万円 221,619百万円 48,554百万円 173,065百万円

Ｒ４１ 330,450百万円 51,254百万円 218,061百万円 47,775百万円 170,286百万円

Ｒ４２ 322,021百万円 49,696百万円 211,431百万円 46,322百万円 165,109百万円

Ｒ４３ 314,556百万円 48,283百万円 205,418百万円 45,005百万円 160,413百万円

Ｒ４４ 307,746百万円 47,079百万円 200,298百万円 43,883百万円 156,415百万円

Ｒ４５ 101,379百万円 14,148百万円 60,194百万円 13,188百万円 47,006百万円

Ｒ１

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６

Ｈ２７

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

年度
構築物等分

貸付料

うち土地・家屋分

Ｈ１８

Ｈ１９

Ｈ３０

（注1）平成１８年度から令和元年度までの上段（　）内は計画値、下段は実績値を記載している。

Ｈ２８

Ｈ２９



別紙７を次のとおり改める。 

 



計画料金収入の額

別紙７

（協定第１０条第１項関連）



中日本高速道路株式会社における計画料金収入

（消費税込み）

年度 計画料金収入

(589,562百万円）

607,357百万円

(599,122百万円）

606,762百万円

(585,472百万円）

569,080百万円

(477,225百万円）

446,639百万円

(475,906百万円）

461,606百万円

(474,594百万円）

482,245百万円

(476,380百万円）

500,097百万円

(480,109百万円）

513,150百万円

(579,896百万円）

640,747百万円

(599,015百万円）

667,358百万円

(641,255百万円）

677,818百万円

(656,484百万円）

692,824百万円

(666,449百万円）

708,762百万円

(668,580百万円）

712,083百万円

Ｒ２ 687,342百万円

Ｒ３ 665,501百万円

Ｒ４ 663,850百万円

Ｒ５ 665,879百万円

Ｒ６ 665,422百万円

Ｒ７ 665,489百万円

Ｒ８ 666,743百万円

Ｒ９ 669,975百万円

Ｒ１０ 669,364百万円

Ｒ１１ 669,394百万円

Ｒ１２ 668,144百万円

Ｒ１３ 667,441百万円

Ｒ１４ 664,279百万円

Ｒ１５ 659,114百万円

Ｒ１６ 652,427百万円

Ｒ１７ 647,523百万円

Ｒ１８ 639,125百万円

Ｒ１９ 632,474百万円

Ｒ２０ 625,823百万円

Ｒ２１ 620,851百万円

Ｒ２２ 612,522百万円

Ｒ２３ 605,876百万円

Ｒ２４ 599,227百万円

Ｒ２５ 594,179百万円

Ｒ２６ 585,927百万円

Ｒ２７ 579,277百万円

Ｒ２８ 572,625百万円

Ｒ２９ 567,507百万円

Ｒ３０ 559,325百万円

Ｒ３１ 552,675百万円

Ｒ３２ 546,026百万円

Ｒ３３ 540,698百万円

Ｒ３４ 532,459百万円

Ｒ３５ 525,668百万円

Ｒ３６ 518,882百万円

Ｒ３７ 513,479百万円

Ｒ３８ 505,315百万円

Ｒ３９ 498,525百万円

Ｒ４０ 491,738百万円

Ｒ４１ 486,427百万円

Ｒ４２ 478,340百万円

Ｒ４３ 471,470百万円

Ｒ４４ 464,599百万円

Ｒ４５ 237,655百万円

Ｒ１

（注1）平成１８年度から令和元年度までの上段（　）内は計画値、下段は実績値を記載している。

Ｈ２３

Ｈ１８

Ｈ１９

Ｈ２０

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６

Ｈ２７

Ｈ２８

Ｈ２９

Ｈ３０



別紙８を次のとおり改める。 

 



別紙8中、１．（１）①のうち、ロについて 

を 

 



に改める。 

別紙 8 中、１．（１）④のうち、イについて 

 
を 

 
に改める。 
  



別紙 8 中、１．（２）⑬について「上郷スマートインターチェンジ」を「豊⽥上郷スマート
インターチェンジ」に改める。 
 
別紙 8 中、２について「令和４２年１⽉２４⽇」を「令和４５年１０⽉６⽇」に改める。 
 
 
別紙 8 中、別添 3 について 
 

 を   に、 

 を  に改める。 



別紙特２を次のとおり改める。



特定更新等工事に係る工事に要する費用に係る

債務引受限度額

別紙特２

（協定第5条第3項関連）

（機構法第13条第1項第4号に定める協定記載事項）



（消費税込み）

年度 債務引受限度額

Ｈ２７ 956百万円

Ｈ２８ 4,172百万円

Ｈ２９ 14,637百万円

Ｈ３０ 19,385百万円

Ｒ１ 51,831百万円

Ｒ２ 91,135百万円

Ｒ３ 114,684百万円

Ｒ４ 154,082百万円

Ｒ５ 149,899百万円

Ｒ６ 170,555百万円

Ｒ７ 156,993百万円

Ｒ８ 163,966百万円

Ｒ９ 137,955百万円

Ｒ１０ 144,853百万円

Ｒ１１ 287,726百万円

　（注1）平成１８年度から令和元年度までは実績値をしている。

　（注2）上記記載の債務引受限度額については、限度額に残余が生じた場合は、繰り越し

　　　を認めるものとする。

特定更新等工事に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額



この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、記名押印の上、各々１通を保有

する。 

 

令和２年１０月１９日 

 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 

理 事 長        渡  邊   大  樹 

 

 

 

 

 

中日本高速道路株式会社    

代表取締役社長       宮 池  克 人 

 

 


